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│
│
寛
保
四
年
開
帳
を
中
心
に
│
│

松

本

和

明

は

じ

め

に

近
世
に
お
け
る
開
帳
研
究
は
、
居
開
帳
・
出
開
帳
問
わ
ず
、
お
も
に
江
戸
の
寺
院
で
行
わ
れ
る
事
例
を
対
象
に
分
析
が
進
め
ら
れ
て
き

た
。
そ
の
嚆
矢
と
い
え
る
の
が
比
留
間
尚
氏
の
研
究
で
、
幕
府
宗
教
統
制
な
い
し
文
化
史
的
視
点
の
も
と
、
江
戸
（
と
く
に
浅
草
寺
）
の

開
帳
を
事
例
に
、
近
世
全
般
を
通
し
て
の
概
要
と
、
開
帳
の
種
類
・
手
続
き
・
見
世
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
⑴
。
ま
た
、
北
村
行
遠
氏

は
、
比
留
間
氏
の
研
究
方
法
・
成
果
に
導
か
れ
な
が
ら
、
お
も
に
日
蓮
宗
寺
院
の
江
戸
開
帳
を
対
象
と
し
て
、
祖
師
（
日
蓮
）
信
仰
を
紐

帯
と
す
る
江
戸
の
講
中
が
開
帳
を
下
支
え
す
る
と
い
う
同
宗
寺
院
開
帳
の
特
色
を
あ
ぶ
り
出
す
と
と
も
に
、
地
方
寺
院
（
尾
張
国
）
に
お

け
る
開
帳
を
江
戸
と
の
比
較
の
視
点
か
ら
追
究
し
て
、
江
戸
以
外
に
お
け
る
開
帳
研
究
の
必
要
性
を
提
起
し
た
⑵
。
さ
ら
に
、
湯
浅
隆
氏

は
幕
府
宗
教
統
制
・
寺
院
経
営
と
、
都
市
に
お
け
る
民
衆
生
活
・
文
化
の
視
点
を
絡
め
て
江
戸
の
開
帳
を
分
析
し
、
神
仏
と
の
結
縁
を
主

要
な
存
在
意
義
と
し
て
い
た
も
の
が
、
安
永
期
を
境
に
集
客
を
狙
っ
て
飾
り
物
・
見
世
物
な
ど
を
出
し
、
興
行
の
要
素
が
強
く
な
る
と
い

う
、
時
期
に
よ
る
性
格
の
違
い
に
言
及
す
る
⑶
。

大
坂
に
お
け
る
開
帳
に
つ
い
て
は
、
鴻
池
義
一
氏
の
研
究
が
あ
る
⑷
。
近
世
大
坂
の
開
帳
の
全
体
像
と
傾
向
を
一
覧
に
し
た
貴
重
な
成

一
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果
で
、
娯
楽
の
場
と
し
て
参
詣
者
の
側
の
認
識
分
析
を
行
い
つ
つ
、
開
帳
が
純
粋
な
宗
教
的
行
事
か
ら
人
集
め
や
収
益
を
第
一
と
す
る
よ

う
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
・
大
坂
な
ど
巨
大
都
市
を
事
例
と
し
た
分
析
に
対
し
て
、
高
埜
利
彦
氏
に
よ
る
近
江
国
石
山
寺
開
帳
に
つ
い
て
の

研
究
は
、
地
方
一
寺
院
の
居
開
帳
分
析
と
し
て
、
ま
た
、
朝
幕
関
係
ま
で
射
程
に
捉
え
て
お
り
、
特
筆
さ
れ
る
⑸
。
そ
れ
は
、
石
山
寺
の

本
尊
（
如
意
輪
観
音
）
が
勅
封
の
秘
仏
で
あ
り
、
開
帳
に
は
勅
許
を
要
す
る
こ
と
に
も
由
来
す
る
が
、
従
来
の
単
線
的
な
幕
府
宗
教
統
制

的
視
点
と
は
一
線
を
画
す
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
石
山
寺
の
寺
中
構
造
と
関
連
づ
け
た
分
析
で
は
な
い
。

以
上
、
開
帳
研
究
は
、
お
も
に
巨
大
都
市
内
の
寺
院
に
て
実
施
さ
れ
た
事
例
か
ら
分
析
が
進
め
ら
れ
、
神
社
、
そ
れ
も
都
市
部
で
は
な

い
地
域
大
社
の
事
例
は
な
い
⑹
。
加
え
て
、
幕
府
宗
教
統
制
の
視
点
か
ら
そ
の
種
類
や
諸
手
続
き
と
い
っ
た
概
要
、
あ
る
い
は
見
世
・
収

支
な
ど
金
銭
的
側
面
の
分
析
に
終
始
し
て
い
る
観
が
否
め
な
い
。
ま
た
、
そ
の
分
析
に
あ
た
っ
て
も
、
非
日
常
的
側
面
が
強
調
さ
れ
、
そ

れ
が
平
日
の
寺
社
運
営
と
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
の
か
、
た
と
え
ば
、
収
入
に
つ
い
て
い
え
ば
、
如
何
な
る
論
理
の
も
と
、
ど
の
よ

う
に
配
分
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
管
見
の
限
り
み
ら
れ
な
い
。
開
帳
と
寺
院
経
営
と
の
関
係
を
問
う
場
合
で
も
、

寺
院
全
体
の
収
支
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
寺
院
は
法
人
的
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
近
年
、
寺
院
社
会
論
を

中
心
と
し
て
、
寺
社
の
構
造
的
分
析
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
⑺
、
開
帳
分
析
に
お
い
て
も
、
か
か
る
視
点
、
す
な
わ
ち
、
平
日
の
寺
社
を

支
え
て
い
た
内
部
構
造
が
開
帳
に
お
い
て
如
何
に
変
容
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
点
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
が

求
め
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
都
市
内
寺
社
で
の
開
帳
と
、
村
方
寺
社
で
の
居
開
帳
、
そ
の
相
違
の
視
点
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
来
の
江
戸
を
中
心
と

し
た
研
究
に
お
い
て
は
、
開
帳
を
支
え
る
存
在
と
し
て
、
都
市
民
衆
な
い
し
信
仰
を
媒
介
と
し
て
取
り
結
ば
れ
た
講
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
村
方
に
お
い
て
は
寺
檀
関
係
や
氏
神
氏
子
関
係
と
い
っ
た
、
信
仰
を
媒
介
と
し
つ
つ
も
地
縁
的
に
取
り
結
ば
れ
た
関
係
が
存
在
し
、

必
然
的
に
開
帳
自
体
も
都
市
の
そ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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如
上
の
課
題
設
定
の
も
と
、
本
稿
で
は
摂
津
国
武
庫
郡
西
宮
社
に
お
け
る
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
開
帳
に
注
目
し
、
開
帳
が
如
何
な

る
関
係
・
構
造
の
も
と
に
行
わ
れ
た
の
か
を
、
平
日
と
の
異
同
に
注
目
し
つ
つ
、
社
中
構
造
と
関
連
づ
け
て
追
究
し
た
い
。
さ
ら
に
、
構

造
と
関
連
づ
け
つ
つ
、
開
帳
を
さ
さ
え
る
人
々
の
範
囲
、
広
義
・
狭
義
の
信
仰
を
媒
介
と
し
た
総
体
と
し
て
の
「
神
社
社
会
」
の
描
出
も

試
み
た
い
。

一

近
世
期
の
西
宮
社
と
開
帳
の
概
要

本
章
で
は
、
分
析
の
前
提
と
し
て
西
宮
社
と
近
世
期
に
お
け
る
同
社
開
帳
の
概
要
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

西
宮
社
の
概
要

近
世
の
西
宮
社
は
、
現
在
の
本
殿
で
あ
る
夷
社
と
、
そ
の
北
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
鎮
座
す
る
広
田
社
、
そ
し

て
同
社
の
境
外
摂
社
で
あ
り
、
夷
社
の
境
内
に
鎮
座
す
る
南
宮
、
こ
れ
ら
三
社
か
ら
な
り
、
そ
の
管
理
・
神
事
は
夷
社
の
神
職
が
兼
帯
し

て
い
た
。
そ
の
詳
細
は
別
稿
⑻
に
譲
り
、
以
下
要
点
だ
け
を
摘
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
社
中
を
構
成
す
る
存
在
と
し
て
、
神
主
・
社

家
・
祝
部
（
祝
子
）・
神
子
・
願
人
な
ど
が
い
た
。
神
主
は
神
事
と
神
社
の
管
理
運
営
を
司
り
、
吉
井
家
が
世
襲
し
た
。
社
家
は
正
徳
四

年
（
一
七
一
四
）
ま
で
は
四
家
あ
っ
た
が
、
同
時
期
の
社
中
争
論
に
対
し
て
下
さ
れ
た
幕
府
裁
許
に
よ
り
大
半
が
追
放
処
分
と
な
り
、
以

後
は
東
向
家
の
み
が
存
続
し
た
。
こ
こ
ま
で
が
神
事
の
際
祈
禱
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
狭
義
の
神
職
身
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
祝
部

は
西
宮
近
隣
の
、
広
田
社
の
氏
子
村
と
思
わ
れ
る
広
田
・
中
・
越
水
の
各
村
に
居
住
す
る
百
姓
で
あ
り
、
神
事
の
際
に
は
祈
禱
行
為
は
不

可
で
あ
る
も
の
の
、
神
供
の
運
送
な
ど
補
助
的
役
割
を
担
う
半
農
半
神
職
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
広
義
の
神
職
身
分
と
し
て

把
握
で
き
よ
う
。
神
子
は
西
宮
町
に
居
住
す
る
氏
子
と
思
わ
れ
、
神
事
の
場
、
あ
る
い
は
平
日
は
神
楽
所
に
詰
め
、
参
詣
者
の
求
め
に
応

じ
て
神
楽
を
奉
納
す
る
役
を
担
っ
て
い
た
。
元
禄
期
に
は
二
十
名
程
度
が
存
在
し
て
い
た
が
、
諸
争
論
を
経
て
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
享

お

み

え

保
期
以
降
は
瓶
子
・
大
石
・
紅
野
な
ど
数
名
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
願
人
は
願
人
頭
と
も
称
し
、
諸
国
に
て
え
び
す
御
神
影
札
を

近
世
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と
社
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頒
布
す
る
え
び
す
願
人
の
総
元
締
的
存
在
で
あ
る
。
社
中
で
は
散
銭
管
理
や
境
内
諸
所
の
維
持
管
理
、
神
事
の
際
の
神
供
調
整
な
ど
、
神

社
の
俗
の
部
分
を
担
っ
て
い
た
。
中
西
・
辻
の
二
家
が
あ
っ
た
が
、
正
徳
期
の
争
論
に
よ
り
中
西
家
は
追
放
と
な
り
、
辻
家
の
み
近
世
を

通
じ
て
存
続
す
る
。

以
上
の
諸
存
在
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
執
行
可
能
な
行
為
（
役
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
得
分
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い

た
。
特
徴
と
し
て
以
下
の
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
①
神
事
に
関
与
し
な
い
関
屋
役
人
・
広
田
宮
役
人
を
除
く
社
中
構
成
員

に
つ
い
て
、
神
事
中
の
役
は
各
々
の
得
分
と
は
な
ら
ず
神
用
と
な
る
こ
と
、
②
平
日
の
祈
禱
、
す
な
わ
ち
神
事
で
は
な
く
諸
参
詣
者
や
氏

子
ら
の
依
頼
に
よ
る
祈
禱
は
神
主
・
社
家
の
得
分
と
な
る
こ
と
、
③
神
主
は
社
中
の
大
半
の
箇
所
と
得
分
を
管
理
し
て
い
る
が
、
そ
の
得

分
は
神
用
に
充
当
さ
れ
、
神
主
の
得
分
と
は
な
ら
な
い
こ
と
、
④
願
人
頭
の
得
分
は
え
び
す
御
神
影
札
・
諸
国
願
人
支
配
の
対
価
で
あ

り
、
社
中
の
維
持
管
理
に
対
す
る
得
分
は
な
い
こ
と
、
⑤
神
子
の
み
神
楽
を
奏
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
得
分
と
し
て
神
楽
料
を
受
納
で

き
る
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
、
神
職
・
半
農
半
神
職
・
俗
人
と
い
っ
た
諸
存
在
が
個
別
の
役
割
を
担
い
、
そ
れ
へ
の
対
価

を
得
つ
つ
西
宮
社
の
神
事
・
運
営
に
従
事
し
て
い
た
が
、
あ
る
程
度
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
る
神
子
を
含
め
、
彼
ら
は
神
用
に
供
す
る
た

め
の
諸
役
を
担
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
統
轄
す
る
神
主
の
も
と
統
合
さ
れ
、
か
つ
神
事
奉
仕
の
局
面
に
お
い
て
神
主
を
頂
点
に
重
層
的
な
関

係
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
近
世
西
宮
社
の
社
中
構
造
は
、
諸
存
在
が
か
か
る
神
用
の
論
理
と
神
事
奉
仕
と
に
よ
っ
て
神

主
を
中
心
な
い
し
頂
点
と
し
て
統
合
・
編
成
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
あ
り
方
は
社
中
構
造
が
一
変
す
る
正
徳
期
以
前
の
事
例
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
こ
の
あ
り
方
は
近
世
を
通
じ
て
不
変
で
あ

る
。
一
点
大
き
な
変
化
を
挙
げ
る
と
、
祝
部
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
正
徳
期
以
前
は
一
切
関
与
で
き
な
か
っ
た
神
事
の
際
の
祓
謹
読
も
正

徳
期
以
後
は
「
社
家
・
祝
子
祓
勤
読
」⑼
と
あ
る
よ
う
に
加
わ
っ
て
お
り
、
神
事
行
為
へ
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
関
屋
で
の
毎

月
の
収
支
勘
定
や
神
主
宅
で
の
会
合
に
参
会
し
、
神
領
割
（
黒
印
地
収
納
米
の
配
分
）
に
も
加
わ
っ
て
い
る
⑽
。
こ
れ
は
、
正
徳
期
以
後

は
社
家
が
一
家
の
み
と
な
り
、
西
宮
・
広
田
両
社
の
神
事
・
運
営
を
つ
つ
が
な
く
執
行
す
る
こ
と
が
人
数
的
に
困
難
と
な
っ
た
た
め
、
祝

近
世
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に
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け
る
開
帳
と
社
中
構
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部
が
そ
れ
ま
で
の
社
家
に
代
位
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

開
帳
の
概
要

近
世
期
の
開
帳
は
、
表
１
に
示
し
た
通
り
六
回
実
施
さ

れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
三
月
上
旬
（
文
化
度
の
み
閏
二
月
）〜
四
月
に

か
け
て
の
五
十
日
、
夷
社
で
行
わ
れ
る
居
開
帳
で
あ
る
。
開
帳
対
象

は
、「
日
本
一
体
蛭
子
神
像
」（
２１
頁
掲
載
図
参
照
）
で
あ
り
、
こ
れ
を

東
殿
前
、
す
な
わ
ち
三
連
春
日
造
り
の
本
殿
の
う
ち
向
か
っ
て
右
側
の

第
一
殿
前
に
出
す
こ
と
が
、
同
社
に
お
け
る
開
帳
の
核
で
あ
る
。
な

ま
ろ
う
ど

お
、
享
保
度
に
は
沖
夷
神
像
、
寛
保
度
に
は
「
客
人
神
像
」
を
そ
れ
ぞ

れ
東
殿
の
前
に
出
し
て
い
る
⑾
。
ま
た
、
拝
殿
に
龍
明
珠
、
南
宮
に
剣

珠
、
本
地
堂
に
宝
物
、
仮
殿
に
境
外
末
社
松
原
天
神
の
神
像
と
い
っ
た

よ
う
に
、
社
宝
類
も
あ
わ
せ
て
展
示
さ
れ
た
。

授
与
品
に
つ
い
て
も
、
船
玉
守
千
五
百
枚
・
疱
瘡
守
千
六
百
枚
、
そ

の
他
平
産
守
な
ど
、
か
な
り
の
量
が
準
備
さ
れ
て
い
る
⑿
。
ま
た
、
神

楽
所
向
か
い
に
え
び
す
御
神
影
札
の
、
本
社
西
側
へ
御
供
・
神
酒
の
売

り
場
を
そ
れ
ぞ
れ
特
設
し
、
頒
布
促
進
に
つ
と
め
て
い
る
。

開
帳
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
尼
崎
藩
支
配
の
時
代
は
神
主
↓
藩
寺
社

役
人
↓
大
坂
町
奉
行
所
と
い
う
ル
ー
ト
で
、
最
終
的
に
は
大
坂
町
奉
行

所
の
許
可
を
得
た
う
え
で
行
わ
れ
た
⒀
。
加
え
て
、
開
帳
直
前
に
は
神

主
・
社
家
・
祝
部
連
印
の
う
え
庄
屋
・
年
寄
加
判
の
請
書
を
、
大
庄
屋

表 1 近世西宮社における開帳一覧

開始 終了 期間 間隔 理由 神主 備考

1 享保 7年（1722）
3月 1日

4月 21日 50日 － 広田・西宮屋
根破損修理

45代
吉井良信

享保 6.11.2大坂へ出願

2 寛保 4年（1744）
3月 3日

4月 23日 50日 22年 諸所破損・元
文 5年水難

46代
吉井良行

寛保 3.6.19大坂へ出願／
53日間開帳にて出願のと
ころ、大坂町奉行所より 50
日とすべき旨下命により変
更

3 宝暦14年（1764）
3月 3日

4月 23日 50日 20年 諸所破損 47代
吉井良知

宝暦 13.7.24大坂へ出願

4 寛政 3年（1791）
3月 3日

4月 23日 50日 27年 諸所破損 48代
吉井良足

寛政 2.10.18大坂へ出願

5 文化 8年（1811）
閏 2月 20日

4月 10日 50日 20年 修覆助成 49代
吉井良明

文化 7.10.25大坂へ出願

6 天保11年（1840）
3月 3日

4月 23日 50日 21年 修覆助成 50代
吉井良顕

天保 10.10.11大坂へ出願

註）天保 11年日記は現存せず。吉井良顕は天保 10年 5月に従五位下但馬守に叙任されており、神
主職にあったと推測した（「口宣案」西宮神社本吉井家文書別 26・27）。
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を
経
て
西
宮
町
奉
行
へ
提
出
す
る
。
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
上
知
以
後
は
、
西
宮
に
設
置
さ
れ
た
勤
番
所
（
大
坂
町
奉
行
所
与
力
が
詰

め
る
）
↓
大
坂
町
奉
行
所
と
い
う
ル
ー
ト
で
な
さ
れ
た
。

開
帳
を
行
う
理
由
は
、
諸
所
の
修
復
費
用
捻
出
で
あ
る
。
と
り
わ
け
近
世
最
初
と
な
る
享
保
度
開
帳
は
、
夷
・
南
宮
両
社
の
修
復
と
と

も
に
、
広
田
社
遷
宮
（
享
保
十
二
年
〔
一
七
二
七
〕
三
月
上
遷
宮
）
の
費
用
捻
出
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
寛
文
期
に
幕
府
の

手
で
復
興
造
営
さ
れ
て
以
来
五
十
年
を
経
て
本
格
的
修
復
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
こ
の
か
ん
幾
度
も
修
復
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

が
、
資
金
難
の
た
め
破
損
箇
所
を
板
に
て
補
修
す
る
程
度
の
、
応
急
処
置
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
）。
か
か
る
目
的
の
た
め
に
開

帳
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
背
景
に
は
、
幕
府
寺
社
行
政
の
転
換
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
禄
期
を
境
と
し
て
、
幕
府
は
直
接
的
に
資
金
を

投
入
し
て
の
造
営
・
修
復
で
は
な
く
、
寺
社
自
ら
が
勧
化
・
開
帳
を
行
い
、
そ
れ
に
許
可
を
与
え
る
こ
と
で
造
営
・
修
復
を
可
能
と
す
る

方
式
へ
と
転
換
さ
せ
た
と
さ
れ
る
⒁
。
西
宮
社
に
つ
い
て
も
、
寛
文
期
の
公
儀
普
請
に
対
し
て
、
修
復
資
金
捻
出
を
目
的
と
し
て
の
享
保

度
開
帳
で
あ
り
、
か
か
る
幕
府
の
方
針
転
換
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

享
保
度
以
後
は
二
十
数
年
間
隔
で
開
帳
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
諸
所
は
大
破
に
及
ば
ざ
る
以
前
に
修
復
し
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
近
世
西
宮
社
の
開
帳
と
は
、
三
社
本
殿
を
中
心
と
す
る
諸
所
の
本
格
的
修
復
を
行
う
費
用
を
捻
出
す
る
た
め

に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
神
社
側
の
思
惑
と
幕
府
寺
社
行
政
と
が
交
錯
す
る
な
か
で
、
神
社
側
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
手
段
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
な
お
、
表
１
か
ら
は
神
主
一
代
ご
と
に
一
回
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
修
復
と
あ
わ
せ
て
当
代
神
主
の
晴
れ

舞
台
で
あ
る
と
同
時
に
責
務
と
し
て
、
ま
た
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
開
帳
中
の
境
内
の
様
相
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
開
帳
は
、
当
然
多
く
の
参
詣
者
（
に
よ
る
散
銭
な
ど
の
収
入
）
を
見
込
ん
で

行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
り
「
日
本
一
体
蛭
子
神
像
」
の
霊
験
あ
ら
た
か
さ
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
娯
楽
の
少
な
い
時
代
、
二
十

数
年
に
一
度
と
い
う
境
内
の
非
日
常
的
空
間
を
楽
し
み
に
参
詣
す
る
者
の
存
在
も
想
定
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
賑
わ
い
を
も
た
ら
し

た
要
因
が
境
内
見
世
で
あ
る
。
諸
商
人
へ
境
内
地
を
貸
し
、
諸
商
売
・
諸
芸
能
が
行
わ
れ
る
が
、
参
詣
者
は
こ
れ
ら
を
目
的
の
ひ
と
つ
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に
、
ま
た
、
諸
商
人
は
多
数
の
参
詣
者
を
見
込
ん
で
出
店
す
る
と
い
う
相
乗
効
果
に
よ
り
さ
ら
に
参
詣
者
が
増
加
す
る
と
い
う
構
図
と
な

る
。
ま
た
、
神
社
に
と
っ
て
も
地
代
銀
収
入
と
な
る
。

加
え
て
、
神
社
側
も
新
規
の
行
為
を
企
画
す
る
。
寛
保
度
の
音
楽
再
興
が
そ
れ
で
あ
る
⒂
。「
再
興
」
と
あ
る
の
は
、
近
世
以
前
に
は

行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
由
緒
を
根
拠
と
す
る
こ
と
で
、
奉
行
所
な
い
し
藩
へ
の
出
願
時
に
新
規
と
し
て
問
題
視
さ
れ
る
点
を
考
慮
し
た
と

思
わ
れ
る
。
主
た
る
目
的
は
開
帳
の
荘
厳
化
で
あ
ろ
う
が
、
天
王
寺
よ
り
楽
人
を
招
請
し
て
ま
で
の
再
興
は
、
や
は
り
参
詣
者
増
加
、
ひ

い
て
は
散
銭
な
ど
の
増
加
を
目
論
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

か
か
る
営
為
に
よ
り
、
平
日
の
境
内
に
は
み
ら
れ
な
い
猥
雑
な
空
間
が
現
出
す
る
。
そ
の
た
め
、
尼
崎
藩
か
ら
も
警
固
役
人
が
出
張

し
、
境
内
に
詰
め
て
い
た
。
神
社
で
は
予
め
仮
設
の
詰
所
を
境
内
に
建
て
て
お
り
、
享
保
度
の
事
例
だ
と
常
時
徒
士
目
付
一
人
・
徒
士
二

人
・
足
軽
（
神
社
六
人
・
西
宮
奉
行
所
四
人
）・
浦
奉
行
三
名
と
い
う
体
制
で
、
表
大
門
近
く
に
仮
設
さ
れ
た
番
所
を
拠
点
に
巡
回
を
行

っ
て
い
た
。
ま
た
、
南
宮
東
向
か
い
に
は
茶
屋
芝
居
人
ら
の
う
ち
か
ら
毎
夜
二
人
が
詰
め
る
番
所
が
、
裏
門
に
は
棒
突
二
人
が
暮
六
つ
よ

り
詰
め
る
番
所
が
そ
れ
ぞ
れ
仮
設
さ
れ
、
社
家
・
祝
部
ら
も
毎
夜
一
人
が
加
役
衆
一
人
・
棒
突
一
人
・
日
用
二
人
・
不
寝
番
一
人
を
連

れ
、
高
提
灯
や
拍
子
木
を
携
え
て
何
度
も
境
内
を
巡
回
し
て
い
る
。

二

開
帳
中
の
諸
定
書
と
社
中
構
造

１

諸
定
書

本
章
で
は
、
開
帳
中
に
通
達
さ
れ
た
諸
定
書
か
ら
、
開
帳
中
の
社
中
構
造
を
分
析
す
る
。
開
帳
の
際
、
境
内
は
非
日
常
的
空
間
と
化
す

こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
前
章
で
示
し
た
よ
う
な
平
日
の
社
中
構
造
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
異
同
を
抽
出
す
る
こ
と
で
、
社
中
に
と
っ
て
は

は
た
し
て
非
日
常
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
点
を
追
究
し
た
い
。
開
帳
に
先
立
つ
寛
保
三
年
十
一
月
朔
日
、
諸
定
書
が
、
お
そ
ら
く
神
主
か
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ら
社
中
諸
人
へ
通
達
さ
れ
、
諸
人
は
そ
れ
へ
請
印
を
捺
す
こ
と
で
周

知
が
は
か
ら
れ
る
が
、
通
達
さ
れ
た
も
の
を
一
覧
に
し
た
表
２
│
１

に
よ
り
な
が
ら
以
下
順
に
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
い
。

Ａ

定
書

神
主
・
社
家
・
祝
部
・
願
人
の
開
帳
中
諸
役
と
役
料
を

定
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
条
目
で
は
神
事
の
厳
修
が
規
定
さ
れ
て
お

り
、
神
事
に
欠
か
せ
な
い
御
供
を
調
進
す
る
願
人
（
六
条
目
）
ま
で

含
め
て
、
開
帳
中
に
お
い
て
も
神
職
ら
の
第
一
の
役
儀
は
神
事
の
つ

つ
が
な
き
執
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
二
条
目
で

は
神
主
以
外
の
者
が
輪
番
で
終
夜
拝
殿
に
詰
め
る
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
も
平
日
の
拝
殿
当
番
と
同
様
の
あ
り
方
で
あ
る
⒃
。
異
な
る
の

は
三
条
目
以
降
で
、
四
条
目
に
は
守
護
場
所
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

拝
殿
詰
め
以
外
の
者
も
境
内
諸
所
に
配
置
さ
れ
、
他
出
は
禁
止
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
三
条
目
・
五
条
目
か
ら
、
収
入
の
配
分
方
法
が
確

認
で
き
る
。
ま
ず
、
平
日
は
神
納
と
な
る
本
社
散
銭
・
初
穂
（
無
指

名
）・
夷
像
札
（
御
神
影
札
）
代
、
こ
れ
ら
は
平
日
と
か
わ
ら
ず
神

納
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
南
宮
散
銭
・
札
料
（
祈
禱
札
）・
十
二
燈

明
料
は
平
日
拝
殿
当
番
や
祈
禱
指
名
者
が
受
納
す
る
べ
き
性
格
の
も

の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
一
切
致
神
納
」
と
あ
り
、
本
社
散

銭
な
ど
と
同
様
に
一
旦
神
納
さ
れ
る
。
そ
し
て
五
条
目
に
あ
る
通

表 2−1 開帳時の定書

定書 箇条の要点 箇条全文

A 定

神事の厳修 ①朝夕御神事怠慢致間敷事

火の用心・
拝殿番

②昼夜火用心入念、五十日之間ハ神主之外輪番ニ一人宛拝殿ニ終夜相詰可
申事

散銭・初尾 ③本社并南宮・宝物場等之散銭ハ勿論、十二燈明料・初尾物・寄進之金銀米銭ハ不及申、一切致神納、毛頭私欲致間敷事

他出の禁止 ④本社拝殿・南宮、其外銘々ニ引請候守護之場所ヲ明、他出致間敷事

役料配分

⑤銘々役料之事ハ、神主・社家・祝部等平生ハ初穂并像札之外、札料・十
二燈明料等自分之助成ニ相成候格ニ候得共、御開帳中ハ臨時之事ニ付、右
之通尽ク致神納候得ハ、御開帳首尾能相済候上惣御神納銀之高十分一神主
・社家・祝部中役料として頭別ニ配分可致受納候、将亦南宮散銭ハ神主受
納之当番ニ候得共、剣珠御出現ニ付致神納候へハ、五十日之間之分ハ例年
之散銭之積ヲ以御神納銀之内より御開帳後ニ可致受納候、諸国より指上候
初穂物も、神主始惣体平生知音之旦方ニ而、銘々名指仕持参之分ハ銘々ニ
引請、神納ニ及申間敷事／附、百太夫之社茂致御開帳候得ハ、南宮同前ニ
致シ可申事

願人頭役料
⑥辻重左衛門親子共、五十日之間御供・神酒調進、并札場ニ相詰候事、当
然之役目ニハ候得共、御開帳臨時之事ニ候得ハ、首尾能相済候上、相応之
役料神主取計為致受納可申事
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B 神楽所定

神楽の厳修 ①朝夕神楽勤仕怠慢有間敷事

火の用心 ②昼夜火用心可入念事

神楽料 ③神楽料ハ平生之通可致受納候、勿論初穂物・寄進之金銀米銭等神納ニ罷
成候物、神楽料ニ致混同、毛頭私欲之働有間敷事

食事自賄い ④神楽料平生之通致受納候上ハ、五十日之間も食事万端自分ニ相営可申事

神楽料
⑤此度御開帳之義ハ為御修理ニ候へハ、首尾能相済、神楽料過分ニ有之候
ハヽ、其内より多少ニ不限可致神納候、私欲ハ存間敷候得共、神納之事ハ
可為心持次第事

C

配下并五
十日之間
致加役相
勤候銘々
定

掃除 ①朝夕御神前其外銘々相詰候場所掃除等入念、預御神事候者ハ勿論怠慢有
間敷事

火の用心・
拝殿番

②昼夜火用心入念、拝殿ニ終夜壱人宛輪番ニ致加役可申事

横領の禁止 ③御神前・御宝物場・御内陣口・御札場等ニおゐても内縁等ヲ以私之沙汰致間敷事／附、一銭も横領私欲有間敷段ハ勿論之事

他出の禁止 ④何方ニ而茂神主指図次第ニ相詰、致勤役候場所ヲ明ヶ、他出有間敷事

役料 ⑤五十日相勤候役料之義ハ、御開帳首尾能相済候上、神主取計、相応ニ相
渡可申候、尤不限多少違論有間敷事

D 内所定

火の用心 ①昼夜火用心第一可念入事

食事の準備 ②朝夕食事并中食配り候事、刻限無間違相勤可申事

私に食事提
供の禁止

③相定候人数之外臨時之者ハ、神主方より割判之外、内縁私之筋ヲ以一飯
たり共申付間敷事

倹約 ④万端倹約ニ相守、神物之事ニ候へハ、一合一銭之事茂無用之費致間敷事

役料 ⑤関屋役人庄兵衛事、右内所一切賄方相勤申候へハ、御開帳首尾能相済候
上、役料神主取計可申事

E
棒突・日
用之輩定

他出の禁止 ①銘々引請候役目無相違相勤、一切他出致間敷事

火の用心 ②火用心入念、博奕等堅致間敷事

掃除・散銭
運送

③御神前廻り・拝殿廻掃除、并散銭運送等之事、棒突仲間より相勤可申事

拝殿番 ④拝殿終夜之勤番所へ一人、東御門番所へ弐人宛、毎夜輪番ニ棒突仲間よ
り相詰可申事

夜回り・臨
時の神用

⑤夜回り之節、灯燈其外拍子木番等日用仲間より拝殿へも相詰、輪番ニ無
間違相勤可申候、勿論臨時之御神用ハ各一統ニ間ニ合候様ニ相勤、少茂私
ケ間敷心底有間敷事

後文

右定之通銘々能々相守、和順合一抽丹誠相勤可申候、勿論水茶屋・ミセ物
其外菓子見世たり共無用ニ立入致間敷候、万一右之趣相背候歟、昼夜ニ不
限大酒・色欲其外法外之我侭成事有之候ハヽ、其品相応之過料ヲ蒙り可申
候、仍而相定所之状如件

出典：「社用日記」寛保 3年 11月朔日条。
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り
、
神
納
さ
れ
た
の
ち
、
開
帳
終
了
後
に
役
料
と
し
て
総
額
の
十
分
の
一
を
神
主
・
社
家
・
祝
部
へ
人
数
割
り
で
支
給
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
享
保
度
は
十
二
燈
明
料
・
初
尾
に
つ
い
て
は
半
額
受
納
・
半
額
神
納
⒄
で
あ
り
、
全
額
神
納
と
な
る
散
銭
と
区
別
し
て
勘
定
し
て
い

た
が
、「
日
々
散
銭
と
別
々
ニ
取
集
候
而
ハ
私
も
有
之
様
ニ
而
如
何
ニ
候
⒅
」
と
い
う
理
由
で
か
よ
う
な
方
式
へ
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
べ
て
一
旦
神
納
銀
へ
繰
り
込
ん
だ
う
え
で
の
再
配
分
と
い
う
方
式
へ
の
変
更
は
、
社
中
に
対
す
る
神
用
の
論
理
の
貫
徹
を
示
す
。
金
銭

配
分
変
化
か
ら
か
か
る
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
興
味
深
い
の
は
南
宮
と
末
社
百
太
夫
社
の
散
銭
の
扱
い
で
あ
る
。
こ
の
年
は
神
主
が
受
納
の
当
番
に
あ
た
っ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
神
主
で
す
ら
一
旦
神
納
の
後
、「
例
年
之
散
銭
之
積
ヲ
以
」
支
給
さ
れ
る
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
神
主
か
ら
通
達
さ
れ

た
は
ず
で
あ
る
が
、
神
主
当
人
で
す
ら
そ
の
埒
外
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
但
し
、
諸
国
よ
り
上
納
さ
れ
た
初
尾
の
う
ち
、
受
納

者
の
指
名
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
神
納
に
及
ば
な
い
と
あ
り
、
こ
の
点
は
平
日
の
あ
り
方
と
同
様
で
あ
る
。

願
人
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
彼
の
役
は
①
開
帳
中
神
事
に
お
け
る
御
供
・
神
酒
調
進
と
、
②
札
場
詰
め
、
す
な
わ
ち
神
楽
所
向
か
い
に

特
設
さ
れ
た
え
び
す
御
神
影
札
売
り
場
に
詰
め
、
札
を
頒
布
す
る
こ
と
で
あ
る
。
平
日
に
お
い
て
、
①
は
願
人
の
役
で
あ
る
た
め
取
り
分

は
な
く
、
②
は
そ
の
頒
布
額
の
四
割
を
受
納
で
き
る
が
、
開
帳
終
了
後
に
「
相
応
之
役
料
神
主
取
計
為
致
受
納
可
申
事
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
②
も
一
旦
神
納
さ
れ
、
改
め
て
神
主
よ
り
「
役
料
」
と
し
て
支
給
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
「
当
然
之
役
目
」
で

は
あ
る
が
、
開
帳
が
「
臨
時
之
事
」
で
あ
る
た
め
に
「
役
料
」
と
し
て
支
給
す
る
と
い
う
論
理
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
論
理
が
①
・
②
の

両
方
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
と
、
①
は
平
日
に
は
取
り
分
が
発
生
し
な
い
こ
と
か
ら
恩
給
的
意
味
が
あ
り
、
②
に
か
ん
し
て
は

本
来
「
私
用
」
と
し
て
受
納
で
き
る
権
利
が
開
帳
期
間
中
は
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

Ｂ

神
楽
所
定

神
子
の
み
を
対
象
と
し
た
定
書
で
あ
る
。
一
条
目
で
は
、
神
子
の
役
た
る
神
楽
の
厳
修
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
と
対
に

な
る
の
が
三
条
目
で
あ
り
、
そ
の
対
価
で
あ
る
神
楽
料
は
平
日
同
様
神
子
の
受
納
分
と
な
る
。
ま
た
、
初
穂
・
寄
進
の
金
穀
を
神
楽
料
に

混
同
し
て
受
納
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
子
の
私
欲
と
い
う
問
題
の
み
な
ら
ず
、
参
詣
者
に
と
っ
て
斯
様
な
神
社
内

近
世
西
宮
社
に
お
け
る
開
帳
と
社
中
構
造

一
〇



部
の
事
情
は
知
る
由
も
な
く
、
か
つ
混
雑
し
て
い
る
状
況
下
、
神
楽
所
・
神
子
に
初
穂
を
渡
す
な
ど
の
行
為
が
行
わ
れ
る
結
果
、
神
楽
料

と
の
弁
別
が
困
難
と
な
る
状
況
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
神
楽
料
に
つ
い
て
、
五
条
目
で
は
修
理
の
た
め
の
開
帳
ゆ
え
過
分
の
場

合
は
神
納
す
べ
き
と
あ
る
。
た
だ
し
、
心
持
ち
次
第
と
も
あ
り
、
あ
く
ま
で
神
子
の
判
断
に
よ
る
。
さ
ら
に
、
四
条
目
で
は
食
事
は
自
ら

用
意
す
べ
し
と
あ
る
。
後
述
の
内
所
定
に
あ
る
よ
う
に
、
関
屋
に
て
賄
い
が
出
る
神
主
以
下
と
は
異
な
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
楽
料
受

納
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
開
帳
中
の
神
子
は
、
禁
止
事
項
通
達
が
な
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
神
主
の
支
配
を
う
け
て
い
る
が
、
そ
の
い
っ
ぽ

う
で
神
楽
料
受
納
が
認
め
ら
れ
、
神
納
を
強
制
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
で
、
神
子
が
固
有
の
集
団
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
、
平
日
の
あ
り

方
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
う
る
。

Ｃ

配
下
・
加
役
銘
々
定

誰
を
対
象
と
し
た
定
書
か
不
明
で
あ
る
が
、
一
条
目
よ
り
神
前
そ
の
他
の
場
所
へ
詰
め
（
Ａ
の
四
条
目
に
対

応
）、
神
事
に
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
二
条
目
よ
り
拝
殿
に
終
夜
一
人
ず
つ
輪
番
で
「
加
役
」（
Ａ
の
二
条
目
に
対
応
）
と

し
て
詰
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
対
象
は
社
家
・
祝
部
な
ど
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
詰
め
場
所
は
、
三
条
目
に
あ
る

神
前
・
宝
物
場
（
剣
珠
な
ど
宝
物
展
示
の
場
）・
内
陣
口
・
札
場
（
夷
像
札
頒
布
の
場
）
な
ど
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
配
置
は
四
条
目
か
ら

神
主
の
指
図
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
札
場
に
つ
い
て
は
Ａ
の
六
条
目
に
あ
る
よ
う
に
、
平
日
と
同
様
願
人
頭
辻
が
そ
の

職
分
と
し
て
管
理
す
る
が
、
開
帳
中
は
神
職
ら
も
詰
め
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
三
条
目
の
「
一
銭
も
横
領
私
欲
有
間
敷
」
と

い
う
文
言
や
、
五
条
目
に
役
料
は
開
帳
終
了
後
神
主
よ
り
支
給
と
あ
る
文
言
か
ら
、
こ
こ
で
も
散
銭
・
初
穂
な
ど
の
金
穀
は
一
旦
神
納
さ

れ
た
模
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
主
の
指
揮
下
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
取
り
分
は
役
料
と
し
て
神
主
よ
り
支
給
さ
れ
る
と
い
う
あ
り

方
が
看
取
さ
れ
る
。

Ｄ

内
所
定

内
容
か
ら
関
屋
・
関
屋
役
人
を
対
象
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、
二
条
目
・
三
条
目
で
朝

・
夕
食
と
中
食
の
配
食
が
関
屋
役
人
の
役
で
あ
り
、
そ
の
配
食
に
あ
ず
か
れ
る
の
は
「
相
定
候
人
数
」
の
者
（
神
職
・
社
役
人
ら
と
思
わ
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れ
る
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
神
主
が
発
行
す
る
割
判
を
所
持
す
る
者
の
み
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
四
条
目
で
こ
の

配
食
も
含
め
す
べ
て
神
物
で
あ
る
と
す
る
点
に
つ
な
が
る
。
す
な
わ
ち
、
神
用
と
し
て
開
帳
に
従
事
す
る
者
に
対
し
て
、
神
物
か
ら
無
償

で
食
事
を
提
供
す
る
と
い
う
論
理
で
あ
り
、
Ｂ
の
四
条
目
の
よ
う
に
、
神
子
の
食
事
は
自
賄
い
で
あ
る
と
い
う
論
理
と
表
裏
の
関
係
に
あ

る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
者
へ
の
食
事
提
供
は
、
神
主
の
み
が
許
認
可
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
そ
し
て
、
五
条
目
で

は
こ
の
任
に
あ
た
る
関
屋
役
人
庄
兵
衛
に
対
し
て
、
終
了
後
神
主
よ
り
役
料
が
支
給
さ
れ
る
と
あ
る
。

開
帳
中
、
神
職
ら
は
混
雑
す
る
境
内
の
諸
所
に
終
夜
拝
殿
番
を
含
め
て
配
置
さ
れ
、
ま
た
他
出
禁
止
が
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
西
宮

町
中
や
広
田
村
な
ど
の
自
宅
へ
食
事
を
摂
り
に
そ
の
都
度
帰
宅
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
関
屋
に
お

い
て
神
用
と
し
て
無
償
で
食
事
が
提
供
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
状
況
の
み
を
切
り
取
れ
ば
、
開
帳
中
の
関
屋
・
関
屋
役
人
は
ま
さ

に
非
日
常
的
な
使
役
の
さ
れ
方
を
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
神
主
の
指
揮
下
に
お
い
て
、
神
用
の
論
理
の
も
と
関
屋
が
機
能
し
て
い
る
と

い
う
点
に
お
い
て
は
、
平
日
と
何
ら
か
わ
ら
な
い
論
理
が
貫
徹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

Ｅ

棒
突
・
日
用
之
輩
定

棒
突
（
史
料
表
記
は
「
棒
擣
」）
仲
間
と
日
用
仲
間
に
か
ん
す
る
定
書
で
あ
る
。
三
〜
五
条
目
に
あ
る
よ
う

に
、
両
者
は
個
別
の
役
を
担
っ
て
お
り
、
棒
突
仲
間
の
役
は
神
前
廻
り
と
拝
殿
廻
り
の
掃
除
・
散
銭
運
送
・
終
夜
拝
殿
勤
番
所
（
一
人
）

と
東
御
門
勤
番
所
（
二
人
）
へ
輪
番
に
て
詰
め
る
こ
と
な
ど
で
あ
り
、
日
用
仲
間
の
役
は
提
灯
・
拍
子
木
番
な
ど
と
し
て
輪
番
で
夜
廻
り

を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
五
条
目
の
「
各
一
統
」
が
両
仲
間
を
指
す
の
か
、
日
用
仲
間
に
の
み
か
か
る
文
言
か
、
不
明
で
あ
る
が
、
臨
時
の

神
用
時
は
仲
間
一
統
で
勤
め
る
こ
と
と
も
あ
る
。
社
中
で
担
う
役
か
ら
み
れ
ば
近
似
的
存
在
と
い
え
る
が
、
棒
突
は
清
掃
・
警
備
・
散
銭

運
送
を
担
い
、
日
用
は
夜
廻
り
の
拍
子
木
番
な
ど
、
前
者
に
比
べ
て
さ
ら
に
程
度
の
低
い
雑
用
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
〜
Ｄ

で
確
認
し
た
よ
う
に
、
平
日
に
お
い
て
は
か
か
る
役
を
担
う
願
人
頭
・
関
屋
役
人
が
多
忙
を
極
め
る
た
め
、
そ
の
職
掌
を
補
完
・
代
替
す

る
こ
と
に
彼
ら
を
雇
う
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
あ
る
い
は
「
臨
時
之
御
神
用
」
と
い
う
文
言
を
裏
か
ら
捉
え
た
と
き
、

彼
ら
の
担
う
役
は
い
ず
れ
も
神
用
と
し
て
把
握
で
き
る
。
お
そ
ら
く
役
料
は
神
主
よ
り
神
用
分
か
ら
支
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
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お
、
二
条
目
に
博
奕
禁
止
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
Ａ
〜
Ｄ
、
す
な
わ
ち
平
日
の
神
社
を
構
成
す
る
社
人
ら
を
対
象
と
し
た
定
書
に
は

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
臨
時
雇
用
た
る
彼
ら
に
対
す
る
神
社
側
の
他
者
と
し
て
の
認
識
が
垣
間
見
え
る
。

２

掲
示
さ
れ
た
諸
定
書

文
書
を
回
覧
の
う
え
署
名
・
請
印
さ
せ
る
さ
き
の
形
式
と
は
異
な
り
、
諸
人
の
目
に
と
ま
る
場
所
に
掲
示
さ
れ
る
。
表
２
│
２
に
ま
と

め
た
が
、
前
項
と
の
重
複
を
さ
け
る
た
め
、
記
号
は
ａ
〜
ｅ
と
付
し
た
。

ま
ず
ａ
は
、
開
帳
の
前
年
、
寛
保
三
年
十
月
二
十
四
日
に
、
社
中
が
関
屋
に
て
会
合
を
行
い
、
境
内
を
諸
商
人
へ
貸
す
こ
と
を
決
定
し

た
う
え
で
、
絵
図
を
作
成
し
て
間
数
・
道
を
決
め
、
表
門
前
の
鳥
居
そ
ば
へ
松
板
の
札
に
て
掲
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
社
中
か
ら
諸
商
人

へ
、
地
割
り
は
十
一
月
十
日
か
ら
二
十
日
ま
で
の
期
間
に
行
い
、
取
次
人
を
介
し
て
の
又
貸
し
は
不
可
の
旨
通
達
す
る
も
の
で
あ
る
。

ｂ
は
そ
の
地
割
り
前
に
南
宮
御
供
所
の
表
東
角
に
制
札
形
式
の
檜
板
に
て
掲
示
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
も
諸
商
人
へ
の
通
達
と
い
う
性

格
の
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
遊
女
・
博
奕
・
喧
嘩
や
神
社
と
の
直
相
対
以
外
の
内
々
の
場
所
の
貸
し
借
り
の
禁
止
（
②
③
④
）
と
と
も

に
、
社
中
の
者
へ
は
境
内
見
世
へ
立
寄
る
こ
と
は
禁
じ
て
い
る
た
め
、
万
一
立
寄
っ
て
も
一
銭
も
負
け
て
は
な
ら
ず
、
違
論
に
及
ん
だ
場

合
は
神
主
方
へ
連
行
の
う
え
で
訴
え
る
よ
う
に
と
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
⑤
）。
こ
れ
は
さ
き
の
社
中
内
部
で
の
規
定
の
後
文
を
実

効
あ
る
も
の
と
す
る
箇
条
で
あ
り
、
ま
た
、
神
主
が
社
中
に
対
し
て
の
責
任
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
違
反
し
た

も
の
は
見
世
取
り
崩
し
の
う
え
境
外
へ
の
追
放
と
な
り
、
罰
則
・
過
料
な
ど
は
な
い
も
の
の
、
支
払
い
済
み
の
地
代
銀
の
返
還
は
な
く
、

そ
の
分
が
損
失
と
な
る
。

以
上
、
開
帳
中
の
境
内
諸
商
人
宛
の
定
書
類
か
ら
は
、
ま
ず
掲
示
自
体
が
松
・
檜
の
立
て
札
形
式
の
掲
示
で
あ
り
、
社
中
以
外
の
人
々

を
対
象
と
す
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
は
後
述
の
社
中
宛
定
書
類
が
屋
内
へ
の
紙
貼
り
形
式
で
あ
る

の
と
対
象
的
で
あ
る
。
ま
た
、
内
容
か
ら
、
神
主
を
責
任
者
と
し
た
社
中
は
、
規
制
を
通
告
す
る
権
限
は
有
す
る
も
の
の
、
そ
れ
に
違
反
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表 2−2 開帳時の掲示定書

定書 内容 掲示場所 典拠

a 覚
来春御開帳ニ付境内ヲ水茶屋・ミセ物類等ニかし、地割十一
月十日より廿日迄之内ニ相定候也／但シかり主本人直相対之
外取次人伝ニかし不申

門前へ松板
札を出す 寛保 3.10.24

b 定

①昼夜火用心可入念事

南宮御供所
表東角に檜
板（制札仕
立て）

寛保 3.10.28

②遊女・博奕堅ク御法度之事

③喧�口論致間敷事

④境内ヲかり候者、社中より直相対之外内々ニ而かりかし堅
ク致間敷事

⑤社用ニ預り候者、水茶屋・ミセ物類ハ勿論、菓子見世たり
共無用ニ立入致間敷定ニ候、万一罷越候共一銭も用捨致間敷
候、若違論ニおよひ候ハヽ、直ニ神主方へ召連、其品相訴可
申事

右之通及違背候ハヽ、早速見世取崩し境内之外江追出し、地
代銀ハ可為其者之損失候、其外申渡候通能々相守、御開帳中
ハ境内一統ニ申合、吉凶相共ニ助合、一家のことく和順すへ
し、此趣不得心之輩ハ始より境内へ立入間敷者也

c 定

①朝夕御神事怠慢有間敷事

拝殿・御供
所へ紙にて
貼る

寛保 3.10.28

②昼夜火用心可入念事

③銘々引請候守護之場所ヲ明ヶ他出致間敷事

④本社并南宮其外散銭ハ勿論、札料・初穂物・寄進之金銀米
銭等尽ク致神納、毛頭私欲致間敷事

⑤境内境外之水茶屋・ミセ物類ハ勿論、菓子見世たり共無用
ニ立入堅ク致間敷候、将亦商人等其余一切内縁賄賂之筋ヲ以
依怙贔屓之沙汰致間敷事

右之通若及違背候者ハ其品相応之過料ヲ蒙り可申候、其外相
定候通能々相守、昼夜抽丹誠、各和順ニ申合、大切ニ勤仕可
有之者也

d
御開帳
中定

①朝夕御神事怠慢有間敷事

神楽所に貼
らせる

寛保 3.11.1
（掲示月日は
寛保 4.2）

②昼夜火用心可入念事

③初穂物・寄進之金銀米銭等神楽料ニ致混雑、横領私欲之働
有間敷事

④昼夜ニ不限神楽所ヲ明ヶ他出有間敷事

⑤境内境外之水茶屋其外ミセ物等ハ勿論、菓子見世たり共無
用ニ立入堅ク致間敷事

右定之通及違背候歟、又ハ法外ノ族有之候ハヽ、其品相応之
過料ヲ蒙り可申候、日夜和順ニ申合、抽丹誠正道澄明ニ相勤
可申状、仍而如件
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し
た
場
合
で
も
彼
ら
を
境
内
か
ら
追
放
す
る
と
い
う
か
た
ち
の
対
応
し
か
行
い
え
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
前
項
と
同
様
、
遊
女
や
博
奕
禁
止
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
社
に
と
っ
て
は
あ

く
ま
で
他
者
で
あ
り
、
そ
れ
が
故
に
「
一
家
」
の
如
き
和
順
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ｃ
〜
ｅ
は
同
じ
く
寛
保
三
年
の
十
月
二
十
八
日
に
社
中
申
し
合
わ
せ
の
う
え
で
作
成
さ
れ
、

開
帳
直
前
に
紙
に
記
し
て
掲
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
掲
示
場
所
が
特
徴
的
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ｃ
は
Ａ
・
Ｃ
・
Ｅ
の
人
々
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
社
人
は
も
と
よ
り
、
開
帳
に
か
か

わ
る
す
べ
て
の
人
々
の
比
較
的
目
に
つ
き
や
す
い
拝
殿
・
御
供
所
な
ど
に
掲
示
さ
れ
た
。
ま

た
、
ｄ
は
Ｂ
の
神
子
の
み
を
対
象
と
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
神
楽
所
に
「
為
張
置
」
る
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
神
主
方
よ
り
掲
示
す
る
の
で
は
な
く
、
神
子
自
ら
の
手
に
よ
り
掲
示
さ
せ
る
と
い
う

あ
り
方
が
読
み
と
れ
る
。
そ
し
て
、
ｅ
は
関
屋
内
所
に
掲
示
さ
れ
る
も
の
で
、
四
条
目
ま
で
は

Ｄ
と
同
内
容
で
あ
る
。
五
条
目
で
他
出
や
境
内
見
世
へ
の
立
入
禁
止
が
示
さ
れ
て
い
る
点
が
Ｄ

と
は
異
な
る
が
、
こ
れ
は
Ａ
・
Ｃ
・
Ｅ
や
ｂ
・
ｃ
に
あ
る
よ
う
な
、
役
目
を
放
棄
し
て
の
他
出

禁
止
と
、
見
世
へ
の
立
寄
り
な
ど
の
禁
止
の
旨
を
、
食
事
を
摂
る
社
家
・
祝
部
・
加
役
・
棒
突

ら
の
目
に
と
ま
る
関
屋
に
掲
示
す
る
こ
と
で
周
知
さ
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な

お
、
神
子
に
対
し
て
も
ｄ
の
五
条
目
で
見
世
へ
の
立
寄
り
禁
止
が
示
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
点

の
み
切
り
取
れ
ば
ｅ
は
神
子
を
も
対
象
と
す
る
掲
示
と
読
め
る
が
、
前
述
の
如
く
神
子
は
自
賄

い
で
あ
り
、
関
屋
に
て
食
事
を
摂
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
ｅ
の
対
象
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
点

に
は
注
意
し
た
い
。

以
上
、
本
章
で
は
寛
保
度
開
帳
の
際
に
通
達
さ
れ
た
諸
定
書
を
手
が
か
り
に
、
非
日
常
的
状

e
御開帳
中定

①昼夜共火用心第一可入念事

関屋内所に
貼る

寛保 3.11.1
（掲示月日は
寛保 4.2）

②朝夕食事・中食等刻限可無間違事

③相定候人数之外ハ神主方より割判ヲ以可申付候、其縁私之
筋ヲ以一飯たり共申付候事堅ク致間敷事

④万端倹約ヲ相守、一合一銭茂御神用之物たる事ヲ存シ、少
茂費ケ間敷義致間敷事

⑤昼夜ニ不限御神用之外一切他出致間敷候、勿論茶屋・見世
物其外菓子見世たり共無用ニ立入致間敷事

右之通能々相守、相共ニ致和順大切ニ相勤可申候、若及違背
候歟、又ハ大酒・色欲其外我侭之義有之候ハヽ、屹度過料可
申付状、仍而如件
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況
が
現
出
し
た
境
内
空
間
に
お
け
る
神
主
以
下
社
人
ら
の
関
係
構
造
を
描
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
開
帳
に
お
い
て
個
別
の
役
割
を
担

う
諸
集
団
が
存
在
し
、
彼
ら
は
交
錯
す
る
条
文
を
含
み
つ
つ
も
個
別
に
通
達
さ
れ
た
定
書
に
よ
り
神
主
の
も
と
に
統
合
・
編
成
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
そ
の
根
拠
は
、
神
納
物
と
し
て
す
べ
て
一
旦
神
主
方
に
て
と
り
ま
と
め
、
再
配
分
す
る
と
い
う
、
神
用
の
論
理
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
食
事
を
神
用
に
て
賄
う
こ
と
も
包
含
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
諸
集
団
に
対
す
る
見
世
へ
の
立
寄
り
・
他
出
禁
止
条
項
を
可
能

と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
神
子
の
ご
と
く
一
程
度
独
自
の
集
団
も
存
在
す
る
が
、
定
書
を
通
達
し
、
神
楽
所
へ
の
掲
示
も
な
さ
れ
て
い

る
点
を
重
視
す
れ
ば
、
や
は
り
神
主
の
も
と
に
統
合
・
編
成
さ
れ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
唯
一
非
日
常
的
関
係
と
も
評
価
で
き

る
棒
突
仲
間
・
日
用
仲
間
や
境
内
商
人
な
ど
に
つ
い
て
も
、
神
主
の
統
制
の
も
と
、
神
用
の
た
め
に
使
役
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
開
帳
は
神
用
の
論
理
の
も
と
、
神
主
に
よ
り
統
合
・
編
成
さ
れ
た
、
平
日
と
な
ん
ら
か
わ
ら
な
い
関
係
構
造
を
軸
と
し
て
執
行
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
得
分
を
一
旦
神
納
し
、
神
主
の
も
と
再
配
分
を
行
う
、
あ
る
い
は
神
子
の
場
合
も
神
納
を
促
す
と
い
う

点
に
お
い
て
は
、
神
用
の
論
理
が
平
日
よ
り
も
よ
り
強
制
力
を
も
っ
て
彼
ら
の
関
係
を
規
定
し
、
か
つ
動
向
を
拘
束
し
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
次
の
宝
暦
度
開
帳
で
は
掲
示
形
式
は
残
る
も
の
の
、
定
書
へ
の
連
判
が
却
っ
て
疑
心
の
基
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
連
判
形
式

は
廃
止
さ
れ
る
⒆
。
享
保
度
で
も
確
認
で
き
な
い
た
め
寛
保
度
が
唯
一
と
考
え
ら
れ
る
が
、
回
を
重
ね
つ
つ
安
定
的
な
開
帳
開
催
の
あ
り

方
を
模
索
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

三

開
帳
を
さ
さ
え
る
人
々

開
帳
は
様
々
な
人
々
の
助
力
を
得
る
こ
と
で
執
行
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
か
か
る
諸
存
在
を
腑
分
け
し
つ
つ
提
示
す
る
。

社
中
に
限
定
し
た
構
造
分
析
を
目
的
と
し
た
前
章
に
対
し
、
そ
れ
を
前
提
に
面
的
な
広
が
り
を
確
認
し
つ
つ
、
地
域
大
社
の
居
開
帳
の
特
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徴
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

境
内
商
人

境
内
見
世
商
人
が
神
社
へ
対
し
て
提
出
す
る
一
札
の
雛
形
に
は
「（
前
略
）
右
之
外
弐
人
宛
組
合
行
司
番
相
勤
、
御
番
所
一

ヶ
処
惣
仲
間
よ
り
毎
夜
両
人
宛
相
詰
、
火
用
心
等
相
触
可
申
候
」⒇
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
彼
ら
は
二
人
一
組
で
行
司
番
を
勤
め
、
ま
た
、

惣
仲
間
よ
り
毎
夜
二
人
が
「
御
番
所
」（
神
社
が
仮
設
し
た
番
所
）
を
拠
点
に
秩
序
維
持
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
平
日
は
境
内

見
世
は
存
在
し
な
い
た
め
、
恒
常
的
な
仲
間
関
係
で
は
な
い
。
開
帳
時
に
境
内
を
借
り
る
と
い
う
関
係
の
み
を
媒
介
と
し
て
臨
時
に
仲
間

を
形
成
し
、
社
役
に
も
準
ず
る
役
を
負
担
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

地
代
は
、
一
間
に
つ
き
境
内
は
十
五
〜
二
十
五
匁
、
裏
町
・
境
外
は
五
匁
と
あ
る
21
（
開
帳
前
に
境
内
四
〜
八
匁
・
裏
二
匁
に
値
下

げ
）。
当
然
境
内
は
場
所
が
良
い
た
め
他
と
比
べ
て
高
額
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
境
外
地
や
裏
町
（
市
庭
町
や
境
内
西
側
ヵ
）
ま
で
土

地
を
貸
す
権
限
が
神
社
に
あ
る
の
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
完
全
な
外
部
空
間
で
は
な
く
、
境
内
続
き
地
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た

と
想
定
さ
れ
る
。

出
店
人
に
つ
い
て
は
表
３
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
残
念
な
が
ら
寛
保
度
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
の
前
後
、
享
保
度
・
宝

暦
度
の
出
店
人
・
居
所
・
業
種
・
出
店
場
所
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
享
保
度
は
大
坂
の
者
の
べ
五
十
人
中
十
四
人
に
加
え
て
西
宮

町
以
外
の
者
が
九
人
お
り
、
西
宮
町
人
は
約
半
数
に
す
ぎ
な
い
。
対
し
て
、
宝
暦
度
は
大
坂
の
者
は
の
べ
七
十
七
人
中
三
人
、
西
宮
町
以

外
の
者
も
伊
丹
・
今
津
計
四
人
に
す
ぎ
ず
、
九
割
が
西
宮
町
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
か
る
推
移
か
ら
は
、
開
帳
が
神
社
の

助
成
か
ら
神
社
と
西
宮
町
域
の
助
成
へ
と
そ
の
意
義
を
拡
大
し
て
い
っ
た
と
も
評
価
で
き
よ
う
。
ま
た
、
小
芝
居
・
万
歳
・
京
か
ら
く
り

・
占
い
な
ど
芸
能
興
行
に
属
す
る
業
態
に
関
し
て
は
増
加
が
顕
著
で
あ
る
。
人
寄
せ
に
効
果
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
は
近

世
中
期
以
降
の
開
帳
目
的
が
集
客
へ
と
シ
フ
ト
す
る
と
い
う
湯
浅
・
鴻
池
両
氏
の
指
摘
に
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
詳

細
は
不
明
で
あ
る
が
、
享
保
度
に
は
半
分
を
占
め
て
い
た
煮
売
茶
屋
が
宝
暦
度
に
は
減
少
し
、
菓
子
売
り
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
と
、
一

人
が
複
数
・
異
業
種
を
出
店
し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
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表 3−1 享保 7年開帳における境内諸商人

番号 名前 居所 業種
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

戎屋清三郎
江戸屋清右衛門
山利屋茂兵衛
えひす屋九兵衛
忠兵衛
馬場忠兵衛
うどんや三郎兵衛
九左衛門
又野茂兵衛
法花や市兵衛
市郎左衛門
さこや善五郎
坪屋清兵衛
まんちゆや権兵衛
甚九郎
鮒屋又左衛門
かぢや内角兵衛
かづら馬六右衛門
村之喜平治
中村仁兵衛
池田清兵衛
池田長兵衛
さとや伊兵衛
勘兵衛
辻六郎兵衛
吉左衛門
与三兵衛
仁右衛門
三年や太郎右衛門
いかだや次郎兵衛
嶋屋吉兵衛
嘉右衛門
木屋平兵衛
淡路や源兵衛
松屋惣兵衛
道具屋八郎兵衛
京屋利兵衛
青物や治兵衛
又野茂兵衛
あわぢや助左衛門
弥次右衛門
岩崎勘兵衛
いがや平七
勘右衛門
多左衛門
小松七郎右衛門
武右衛門
長九郎
かめや長兵衛
太右衛門

大坂
天王寺
大坂難波橋博労町
天満
瀬川村
瀬川
池田村
高木
西宮浜石才町
西宮石才浜
西宮与古道町
西宮東之浜
西宮鞍掛町
西宮市庭
西宮市庭
西宮
西宮
西宮
―
―
―
―
―
西宮馬場町
―
西宮浦之町
大坂淡路町
西宮鳥居の前
西宮
西宮
大坂阿波座
西宮与古道町
尼崎
大坂道頓堀
大坂天王寺
大坂籠屋町四丁目
大坂長堀
大坂安治川
西宮
西宮
門戸
大坂
―
津門村
西宮浜久保之町
―
大坂
広田村
大坂天満
東山村

煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
煎売茶屋
水茶屋
水茶屋
蕎麦切茶屋
蕎麦切茶屋
酒売
酒売
酒売
まんじゅう菓子
まんじゅう
まんじゅう
小芝居
小芝居
小芝居
小芝居
小芝居
小芝居
小芝居
小芝居
まんざい
見せ物
稽古浄瑠璃
小弓
歌祭文
小間物屋
小間物屋
小間物屋
植木売

註）「煎売」は「煮売」のことと考えらえるが、原本通りとした。表 3−2も同様。
出典：「開張（帳）之内境内諸商人場所日記」（本吉井家文書仮 11）
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表 3−2 宝暦 14年開帳における境内諸商人

番号 名前 居所 業種 出店場所

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

なたや藤兵衛
さ古屋庄八
正月や友七
竹内孫左衛門
かいそ平六
大工仁兵衛
仁左衛門
はりまや久兵衛
六口屋庄兵衛
さ古や給兵衛
さ古屋茂八
さ古や四郎兵衛
大林屋久兵衛
七角
くろかねや善四郎
春屋藤兵衛
角屋平次郎
なへや孫兵衛
いくのや喜八
筏屋太右衛門
なたや孫七
あわしや長兵衛
戎屋与次兵衛
十文しや伊平次
大明久七
かもや甚左衛門
正月や甚吉
乙馬与次兵衛
油屋次兵衛
いかたや孫兵衛
はりまや新七
あわしや藤四郎
和泉屋善兵衛
京屋甚兵衛
正月や友七
平之内平次郎
瓦林屋新兵衛
鉄屋平七
戎屋与次兵衛
日野屋太郎兵衛
あわしや次兵衛
かすりや善左衛門
つるや太右衛門
たんばや喜兵衛
当舎市右衛門
かせや平兵衛

西宮浜久保町
西宮浜久保町
西宮浜久保町
西宮浜鞍掛町
西宮浜之町
西宮馬場町
西宮馬場町
西宮市庭
西宮市庭
西宮東浜
西宮東浜
西宮浜東之町
西宮浜東之町
今津
西宮市庭
西宮市庭
西宮市庭
西宮市庭
西宮市庭
西宮市庭
西宮市庭
西宮東之町
西宮釘貫町
西宮石才町
西宮浜東之町
西宮東浜
西宮浜鞍掛町
西宮浜鞍掛
西宮浜之町
西宮浜之町
西宮浜之町
西宮浜石才町
大坂道頓堀
西宮浜久保町
西宮浜鞍掛（久保ヵ）町
西宮浜脇
西宮与古道町
西宮市庭
西宮釘貫町
西宮久保町
西宮釘貫町
西宮浜之町
西宮浜久保町
伊丹
西宮浜久保町
西宮

煎売屋
煎売屋
煎売
煎売屋
煎売屋
煎売茶屋
煎売屋
煎売屋
煎売
煎売茶屋
煎売
煎売屋
煎売屋
煎売茶屋
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
菓子売
饅頭屋
饅頭売
饅頭屋
饅頭屋
饅頭屋
饅頭屋
蕎麦屋
蕎麦屋
もちや
こふや
こふや
水茶屋
茶屋

南宮道西側
南宮道西側
手水鉢前
相撲場
相撲場
御輿庫北
市庭
相撲場
神楽所南
手水鉢南
拝殿前
手水鉢南
拝殿前
南宮東前
大門前
大門前
大門内
手水鉢前
拝殿前
市庭柴筑表道
手水鉢前
南宮道東側
大門下
南宮道東
南宮道西側
御供所前
大門外北
拝殿前西
神楽所北
南宮道西側
南宮西角
拝殿所
拝殿西北
南宮前東
南宮道東
南宮前
南宮道東側
手水鉢前
大門内
神楽所南
市庭柴筑表道
南宮道東側
神楽所北
南宮道西側
池嶋
絵馬殿西

近
世
西
宮
社
に
お
け
る
開
帳
と
社
中
構
造

一
九



参
詣
者
・
寄
進
者
と
そ
の
範
囲

こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
開
帳
を
告
知
す
る
立

て
札
（
図
）
の
掲
示
場
所
を
確
認
し
て
み

る
と
、
尼
崎
を
は
じ
め
大
坂
・
堺
・
伊
丹

な
ど
の
都
市
な
い
し
町
場
に
立
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
坂
で
は
橋
の
た

も
と
に
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴

で
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
髪

結
い
が
管
理
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
22
。
享
保
度
に
は
池
田
・
三
田
・
有
馬

・
郡
山
宿
や
播
磨
国
明
石
・
室
津
、
淡
路

国
、
宝
暦
度
に
は
京
都
に
も
立
て
ら
れ
て

い
る
が
、
社
用
日
記
記
事
か
ら
の
抽
出
で

あ
り
、
す
べ
て
の
設
置
場
所
を
明
記
し
た

と
は
考
え
に
く
く
、
場
所
の
変
遷
の
有
無

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
い

ず
れ
も
城
下
町
・
在
郷
町
・
宿
駅
な
ど
、

人
の
集
散
す
る
場
所
が
選
ば
れ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
広
く
捉
え
て
も
東
は
京
都
、

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

かつら馬安兵衛
わかさや藤助
つほや清兵衛
□しや次兵衛
小間物や市兵衛
正月や友七
十文しや伊平次
かいそ与兵衛
さ古屋次兵衛
小あミ中清左衛門
七角
つるや太右衛門
小あミ中清左衛門
さ古や権右衛門
坂東屋七郎兵衛
はりまや伝兵衛
石場新七
魚屋惣十郎
なんば喜右衛門
平内惣吉
大和屋借屋佐兵衛
かゝみや善助
しまや伊兵衛
中島屋藤七
明石屋長兵衛
（請人丹波屋長兵衛）
左門
さぬきや藤次郎
大明久七
大坂屋喜八
打出屋久兵衛

西宮浜石才町
西宮浜之町
西宮鞍掛町
西宮市庭
今津
西宮浜久保町
西宮石才町
西宮浜鞍掛町
西宮浜石才町
西宮浜石才町
今津
西宮浜久保町
西宮浜石才町
西宮浜之町
西宮釘貫町
西宮浜鞍掛町
西宮中之町
西宮浜鞍掛町
西宮中之町
西宮浜久保町
大坂上本町
西宮ヵ
西宮ヵ

⎫
｜
｜
⎬
｜
｜
⎭

西宮ヵ
西宮ヵ
（西宮中之町宿）
大坂
西宮浜之町
西宮浜東之町
西宮浜久保町
西宮石才町

小間物売
小間物売
小間物売
小間物売
小間物売
軽業
軽業
馬軽業狂言
子供狂言
軽業狂言
八人芸
見せ物
見せ物
見せ物
見せ物
見せ物
見せ物
からくり
からくり
京からくり

京からくり

うらない
うらない
煙草屋
煙草屋
花売
下駄屋

拝殿前
拝殿前
拝殿前
拝殿前
拝殿前
相撲場北側
手水鉢前
相撲場
市庭柴筑表道
手水鉢北
大門内南
南宮前
南宮前
表門南
大門内北
御供所前
市庭柴筑
御供所前
南宮道東側
南宮道西側

拝殿前

仮殿北
仮殿前
南宮道西側
南宮道東側
仮殿前
仮殿前

出典：「御開帳中境内茶屋見世物商人証文帳」（本吉井家文書仮 17）
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西
は
姫
路
あ
た
り
ま
で
が
告
知
範
囲
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
立
て
札
の
柄
に
「
此
方
�
初
穂
等
取
集
ニ
廻
シ
申
事

一
切
是
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
御
供
米
は
町
在
に
依
頼
の
う
え
で
集
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
そ
の
御
供
米
袋
の
配
布
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
祝
部
ら
が
「
西
宮
太
神
宮
御
開
帳
御
供
米
」
と
上
書
し
た
紙
袋
23

を
持
参
し
て
村
々
を
お
と
な
い
、
袋
を
配
布
し
て
御
供
米
を
入
れ
て
も
ら
う
と
い
う
寄
進
方
法
で
あ
る
。
大
坂
か
ら
兵
庫
、
北
は
有
馬
に

か
け
て
、
当
初
九
百
枚
の
袋
を
配
布
し
て
い
る
。
都
市
部
を
含
む
近
隣
村
々
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
廻
村
す
る
祝
部
ら
の
中

食
は
関
屋
よ
り
用
意
さ
れ
て
い
る
24
。
御
供
米
が
神
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
、
こ
こ
で
も
神
用
の
論
理
の
貫
徹
が
確
認

で
き
る
。
た
だ
、
配
布
数
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
以
降
播
磨
を
廻
村
し
た
神
主
弟
吉
井
采
女
は
三
千
五
百
枚
と
寄
進
帳
面
十
冊
を
25
、

兵
庫
を
廻
っ
た
祝
部
田
村
伊
左
衛
門
は
、
三
千
枚
を
日
用
二
、
三
人
を
雇
用
ま
で
し
て
配
布
し
て
お
り
26
、
総
計
で
七
千
枚
以
上
が
配
布

さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

か
よ
う
に
多
く
配
布
さ
れ
た
背
景
に
は
、
多
数
の
信
心
の
者
の
存
在
が
あ
る
。
ま
た
、
参
詣
者
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
を
示
す
興

味
深
い
事
例
が
、
享
保
度
開
帳
時
に
お
け
る
武
庫
川
・
枝
川
の
船
賃
・
橋
賃
の
高
騰
で
あ
る
27
。
西
宮
以
東
か
ら
の
参
詣
者
は
必
ず
こ
れ

ら
を
渡
河
す
る
必
要
が
あ
り
、
開
帳
に
群
集
す
る
人
々
を
当
て
込
ん
で
料
金
を
釣
り
上
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
参
詣
者
の
難
儀
と
な
る
に
つ

き
、
寛
保
度
に
は
あ
ら
か
じ
め
神
社
か
ら
尼
崎
藩
へ
規
制
を
依
頼
し
て
い
る
が
、
群
集
す
る
参
詣
者
の
存
在
が
当
該
地
域
の
動
向
に
ま
で

【図】 開帳立て札
（寛保三年「社用日記」
七月七日条）
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影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
ら
が
近
隣
地
域
の
村
な
い
し
個
人
に
対
し
て
神
社
側
か
ら
依
頼
を
行
う
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
す
る
と
、
遠
隔
地
や
集
団
か
ら

の
、
自
発
的
な
寄
進
も
確
認
で
き
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
表
４
に
よ
れ
ば
、
大
坂
・
西
宮
・
尼
崎
が
主
で
あ
る
が
、
宝
暦
度
に
な
る
と
江

戸
・
下
総
か
ら
の
寄
進
も
確
認
で
き
る
。
基
本
的
に
は
町
共
同
体
や
商
人
仲
間
を
単
位
と
す
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
、
大
坂
講
中
（
御
膳

講
・
太
々
講
・
西
宮
講
）
や
兵
庫
講
中
な
ど
28
、
と
く
に
都
市
部
に
お
い
て
は
え
び
す
信
仰
を
核
に
取
り
結
ば
れ
た
集
団
が
存
在
し
、
彼

ら
は
の
ぼ
り
を
立
て
て
集
団
で
参
詣
す
る
（
寛
保
四
年
二
月
二
十
八
日
参
詣
）。
こ
れ
ら
は
近
隣
・
遠
隔
地
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
個
人
は

も
と
よ
り
地
域
・
仲
間
・
講
と
い
う
多
様
な
レ
ベ
ル
で
結
合
す
る
集
団
か
ら
の
、
自
発
的
な
寄
進
で
あ
る
29
。

人
的
助
力

寛
保
三
年
七
月
二
十
三
日
に
、
関
屋
に
て
西
宮
町
・
浜
役
人
中
の
会
合
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
御
開
帳
之
旨
趣
ハ
御
修

覆
之
序
ニ
御
社
之
地
ヲ
茂
四
五
尺
ヲ
茂
築
上
ヶ
申
度
」
た
め
、
普
請
人
足
な
ど
を
提
供
す
る
相
談
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
さ
き
の
集

団
を
単
位
と
す
る
金
穀
や
物
品
の
寄
進
に
対
し
、
西
宮
町
が
人
足
を
動
員
す
る
か
た
ち
で
の
寄
進
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
市
庭
町
（
個
別

町
）
中
約
二
十
人
が
関
屋
裏
庭
池
山
普
請
を
30
、
さ
ら
に
町
分
よ
り
人
足
五
〜
六
十
人
が
出
て
神
池
の
島
普
請
を
五
十
日
か
け
て
行
う
な

ど
31
、
多
く
の
参
詣
者
が
見
込
ま
れ
る
以
上
、
見
苦
し
く
な
い
よ
う
に
荘
厳
を
目
的
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
境
内
諸
所
の
普
請
も
、
町

よ
り
人
足
を
動
員
し
て
行
わ
れ
た
。
か
か
る
寄
進
に
は
西
宮
町
の
願
主
に
よ
る
寄
進
も
あ
り
、
例
え
ば
築
山
石
を
寄
進
し
た
大
和
屋
喜
兵

衛
ら
、
拝
殿
前
石
橋
を
寄
進
し
た
わ
た
や
仲
間
肝
煎
筏
屋
吉
兵
衛
ら
が
い
た
32
。

寄
進
は
人
足
動
員
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
坂
よ
り
御
供
米
輸
送
の
際
、
尼
崎
町
で
は
各
町
一
人
宛
肝
煎
に
出
る
よ
う
尼
崎
藩
よ
り
指
示
が

あ
り
、
西
宮
町
で
は
開
帳
中
麻
裃
・
腰
弁
当
に
て
毎
日
二
十
人
肝
煎
に
出
る
こ
と
が
町
・
浜
役
人
会
合
で
決
ま
る
な
ど
33
、
無
償
奉
仕
と

い
う
べ
き
助
力
が
行
わ
れ
た
。

西
宮
町
は
、
西
宮
社
と
の
氏
神
氏
子
関
係
に
基
づ
き
、
金
穀
・
物
品
以
外
に
も
惣
町
・
個
別
町
・
願
主
と
様
々
な
レ
ベ
ル
で
労
働
力
を

提
供
し
て
い
た
。
神
社
に
と
っ
て
開
帳
は
、
境
内
の
荘
厳
の
た
め
、
寄
進
と
い
う
名
目
の
も
と
、
か
か
る
氏
子
ら
の
人
的
助
力
を
以
て
諸
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表 4 寛保 4年開帳における寄進者

番号 寄進者 地域 分類 寄進額 典拠

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42

西宮支配荷聞若衆中
小売米屋仲間衆
尼崎渡海仲間
東用海町
大坂
大坂北浜衆中
大坂
中組小売仲間
下福嶋
谷町徳井町
東酒小売仲間
尼崎西町
西宮東ノ浜
明石問屋中
ざこや長左衛門
大坂雑喉場 3人
有馬中務大輔
大坂安治川廻船問屋仲見世
鳴尾村綿屋仲間
大坂難波屋久左衛門
兵庫講中
西宮
浜石才町
松平安芸守
大坂北浜
大野新田村
浜久保町若衆中
尼崎西町二丁目
兵庫津中関中
大坂三井呉服店
大坂
今津村講中
尼崎
紀州廻船
御影村石船中
大坂三井店
市庭町中
西宮町分
与古道町中

大坂北浜講中
本多肥前守
大坂

西宮
西宮
尼崎
西宮
大坂
大坂
大坂
西宮
摂津
大坂
西宮
尼崎
西宮
明石
西宮
大坂
筑後
大坂
鳴尾村
大坂
兵庫
西宮
西宮
安芸
大坂
摂津
西宮
尼崎
兵庫
大坂
大坂
今津村
尼崎
紀伊
御影村
大坂
西宮
西宮
西宮

大坂
播磨
大坂

仲間
仲間
仲間
地域
地域
地域
―
仲間
地域
地域
仲間
地域
地域
仲間
個人
個人
大名
仲間
仲間
個人
講
―
地域
大名
地域
地域
仲間
地域
仲間
個人
―
講
地域
仲間
仲間
個人
地域
地域
地域

講
大名
地域

幟 1・大灯燈・初尾
御供米 10俵
幟・御供米
銭・幟
幟・献上物
幟・献上物
銭・幟 1
銭 2貫・御神酒 2樽
銭 5貫・幟 1
幟 2・御供米
銭 5貫・幟 1
大生鯛 1掛・御神酒・御供米・銭 3貫
銭幣 1本（銭 10貫）
金 2歩
生鯛 2
大灯燈 2張・生鯛 1掛・銭 1貫
初尾 300疋
御供米・銭 5貫
金 1両
金幣
銭の作り鯛 1掛・銭 10貫
金 300疋
銭かけ松
金 300疋（＋松原天神へ 100疋、計 1両）
御供米・七福神塗り物
幟・銭 5貫・鯛 1掛・御神酒

銭 3貫・御供米・御神酒・御肴
銭 5貫
銭 5貫
銭
銭 8貫 800文
銭
木燈籠 1対・銭の額
金 200疋・マンボウ 1
金 1000疋
銭 5貫
銀札 150匁・初穂
銭細工の太刀 1振・御神酒・御鏡餅・金
100疋
銭細工
金 100疋・銀 1両
絵馬木・御供米

2. 27
2. 27
3. 3
3. 3
3. 4
3. 5
3. 6
3. 8
3. 9
3. 9
3. 10
3. 12
3. 12
3. 12
3. 13
3. 13
3. 14
3. 15
3. 15
3. 16
3. 16
3. 16
3. 16
3. 18
3. 18
3. 18
3. 20
3. 23
3. 25
3. 25
3. 26
4. 1
4. 12
4. 12
4. 13
4. 13
4. 14
4. 16
4. 17

4. 17
4. 20
4. 21

註）典拠欄は寛保 4年「社用日記」の日付。
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所
の
普
請
・
修
復
を
行
い
う
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
、
彼
ら
の
助
力
な
く
し
て
開
帳
は
行
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

開
帳
収
支

で
は
、
か
か
る
諸
寄
進
を
得
つ
つ
執
行
さ
れ
た
開
帳
は
、
い
か
ほ
ど
の
収
益
を
神
社
に
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に

こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
享
保
度
は
収
入
約
百
六
十
両
が
確
認
で
き
る
が
、
収
支
明
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
時
は
夷
・
南
宮
屋

根
修
復
に
加
え
、
広
田
社
に
つ
い
て
は
本
拝
殿
を
は
じ
め
、
末
社
な
ど
す
べ
て
の
施
設
を
境
内
地
の
高
台
へ
う
つ
す
遷
宮
を
行
っ
て
お

り
、
そ
こ
ま
で
の
収
益
は
生
み
出
せ
て
い
な
い
34
。
時
期
は
下
る
が
、
収
支
全
体
を
一
覧
で
き
る
の
が
天
保
度
開
帳
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

収
支
を
ま
と
め
た
表
５
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
入
方
は
寄
進
と
散
銭
が
主
と
な
ろ
う
が
、
散
銭
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由

を
解
く
手
が
か
り
が
払
方
（
仮
）
に
計
上
さ
れ
た
広
田
遙
拝
所
以
下
諸
末
社
散
銭
に
あ
る
。
こ
れ
は
ど
こ
の
散
銭
箱
へ
の
散
銭
か
に
よ
っ

て
誰
の
得
分
か
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
各
社
人
へ
配
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
開
帳
の
メ
イ
ン
で
あ
る
夷
社

へ
の
散
銭
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
れ
は
神
納
と
な
る
た
め
で
、
寄
進
〆
高
へ
繰
り
込
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
し
、
払
方
（
仮
）
の
散
銭
も
入
払
欄
・
小
計
欄
を
計
算
す
れ
ば
寄
進
〆
高
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
確
認
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
金

銀
銭
で
分
別
さ
れ
て
い
る
が
、
金
収
入
（
Ａ
）
は
払
方
（
仮
）
と
は
無
縁
で
、
小
計
欄
の
銀
二
十
六
貫
余
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る

（
′Ａ
）。
銀
収
入
は
寄
進
〆
高
の
十
一
貫
余
（
Ｂ
）
か
ら
払
方
（
仮
）
の
銀
五
口
合
計
の
十
貫
余
（
ｂ
）
を
引
い
た
額
で
あ
る
一
貫
余

（
′Ｂ
）
が
小
計
に
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寄
進
〆
高
の
銭
二
千
四
百
八
十
九
貫
余
（
Ｃ
）
と
は
、
金
銀
以
外
の
、
小
計
欄
銭
高
二

千
二
百
二
十
貫
余
（
′Ｃ
、
銀
換
算
し
て
お
り
、
史
料
記
載
の
注
記
欄
に
元
の
銭
高
を
記
す
）
に
諸
散
銭
六
口
合
計
の
銭
二
百
六
十
八
貫
余

（
ｃ
）
を
加
え
た
額
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
結
局
散
銭
は
す
べ
て
寄
進
〆
高
へ
繰
り
込
ま
れ
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。
夷
社
散
銭
も
、
こ

の
寄
進
〆
高
の
銭
（
Ｃ
）
に
繰
り
込
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
寄
進
〆
高
の
総
計
（
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
）
が
約
千
二
百
三
十
六
両
、

享
保
度
の
約
八
倍
と
い
う
膨
大
な
額
で
あ
る
。

散
銭
以
外
の
払
方
（
仮
）
の
項
目
は
、
奉
納
物
代
の
神
社
立
替
え
分
や
開
帳
準
備
に
あ
た
り
諸
所
普
請
資
金
調
達
の
た
め
の
前
借
で
、

入
方
銀
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
（
後
日
奉
納
者
よ
り
の
入
金
は
寄
進
〆
高
に
繰
り
込
み
済
ヵ
）。
払
方
で
多
額
を
占
め
る
の
は
開
帳
中
の
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表 5 天保 11年（1840）開帳入払勘定

費目 額 史料記載の注記 金換算

入方
寄進〆高 金 420両 3分 3朱 A

銀 11貫 649匁 5分 1り B
銭 2489貫 94文 C

420両
194両
622両

払方
（仮）

広田遙拝所散銭
南宮社散銭
百太夫散銭
天神社散銭
松尾社散銭

大国社散銭

銭 63貫 950文
銭 37貫 981文
銭 42貫 933文
銭 75貫 416文
銭 19貫 523文

銭 28貫 323文

祝部中受納
神主・社家受納
神主受納
神主受納
神主・社家・祝部中・神
子・社役人・関屋役人役
料に渡し、惣高の内へ社
納
修覆に相成る

15両
9両
10両
18両
4両

7両

6口計 銭 268貫 136文 c 67両

払方
（仮）

奉納品物代引
家具諸道具売払もの引
御普請手尻不足返済銀引
藤田にて借用返済

銀 3貫 839匁 5分
銀 1貫 599匁
銀 3貫
銀 620匁 金 10両

63両
26両
50両
10両

銀 5口計 銀 10貫 558匁 5分 b 175両

小計

差引

追寄進并運上・神主冥加
〆高

銀 26貫 90匁 3分 7り A′
銀 19貫 988匁 6分 1りC′
銀 1貫 91匁 1り B′
銀 151匁 7分 3り

金 420両 3分 3朱
銭 2220貫 957文

追加入金

420両
333両
18両
2両

計 銀 47貫 321匁 7分 2り 788両

払方

諸雑費引
辻大炊役料

関屋役料
上関屋祝儀
名次山番祝儀
祝部倅 3人へ祝儀
但馬守支度料
社家・祝部中役料
（9人）

銀 23貫 356匁 9分 1り D
銀 380匁

銀 250匁
銀 7匁 8分 7り
銀 2匁 7分
金 1両 2歩
銀 150匁
銀 7貫 98匁 2分 6り

350匁のところ 30匁増
額

金 2朱
銭 300文

1人銀 780匁 9分 2り

389両
6両

4両
0.11両
0.03両
1両
2両
118両
（1人 13両）

計 銀 31貫 341匁 9分 3り 522両

惣差引（残銀） 銀 15貫 979匁 7分 9り E 266両

註 1）金換算欄は比較のため 1両＝銀 60匁＝銭 4貫で算出。但し費目毎の概算のため総計などはあ
わない。

註 2）金額の後ろに付したアルファベットについては本文参照。
出典：「御開帳世話人勘定控」（本吉井家文書仮 22）。
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経
費
と
思
わ
れ
る
「
諸
雑
費
引
」（
Ｄ
）
で
、
銀
四
十
七
貫
余
（
約
三
百
八
十
九
両
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
は
関
係
者
へ
の
役

料
で
あ
る
。
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
、
一
旦
神
納
の
の
ち
に
再
配
分
さ
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
り
、
神
主
の
社
中
に
お
け
る
立
場
を
物
質

的
側
面
に
お
い
て
担
保
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
差
し
引
い
た
残
額
が
銀
十
六
貫
弱
（
約
二
百
六
十
六
両
）
で
（
Ｅ
）、

こ
れ
が
純
利
益
と
し
て
神
用
（
諸
所
修
復
）
に
充
当
さ
れ
る
。

従
来
、
開
帳
は
寺
社
普
請
と
密
接
に
関
連
す
る
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
西
宮
社
の
場
合
も
諸
所
普
請
が
願
書
に
記
さ
れ
た
理
由
で
あ

り
、
実
際
普
請
に
充
当
さ
れ
る
の
だ
が
、
諸
所
散
銭
・
役
料
あ
わ
せ
て
神
主
が
約
三
十
両
余
、
社
家
・
祝
部
が
各
約
二
十
両
余
を
受
納
し

て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
開
帳
は
社
人
各
家
に
も
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
入
方
が
激
増
し
た

天
保
度
の
事
例
で
あ
り
、
享
保
度
ま
で
遡
及
で
き
る
か
、
ま
た
、
他
寺
社
で
は
開
帳
の
結
果
赤
字
を
出
し
た
事
例
も
確
認
で
き
る
た
め
一

概
に
は
い
え
な
い
が
35
、
上
手
く
す
れ
ば
短
期
間
で
莫
大
な
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
社
人
個
々
の
思
惑
も
介
在
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
宮
社
と
の
関
係
に
濃
淡
こ
そ
あ
れ
、
同
社
を
核
に
、
信
仰
を
媒
介
と
し
て
様
々
な
人
々
が
関
係
を
取
り
結
び
、
か
か

る
人
々
の
信
仰
の
発
露
で
あ
る
金
穀
奉
納
や
、
西
宮
町
な
ど
氏
子
町
村
か
ら
の
労
働
力
の
寄
進
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
ま
た
、
神
社
側
も

そ
れ
を
期
待
し
て
開
帳
が
執
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
金
穀
奉
納
が
最
終
的
に
は
神
主
に
よ
る
社
中
統
合
・
編
成
の
論
理
へ
と
結
び
つ
く
の

で
あ
る
。

お

わ

り

に

近
世
西
宮
社
の
開
帳
は
、
社
殿
修
復
費
用
捻
出
を
理
由
に
享
保
度
か
ら
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
元
禄
期
の
幕
府
寺
社
行
政
の
転

換
、
す
な
わ
ち
公
儀
修
復
か
ら
開
帳
・
勧
化
免
許
へ
と
い
う
、
全
国
的
傾
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
み
る
と
、
神
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職
以
下
個
別
の
役
割
を
担
い
つ
つ
複
合
的
に
存
在
す
る
諸
集
団
を
、
個
別
の
定
書
通
達
に
よ
り
神
主
の
も
と
に
統
合
す
る
こ
と
で
開
帳
が

執
行
さ
れ
て
い
た
。
斯
様
な
あ
り
方
の
根
拠
は
、
金
穀
収
入
を
す
べ
て
神
納
物
と
し
て
一
旦
神
主
方
に
て
一
元
的
に
と
り
ま
と
め
た
う
え

で
再
配
分
す
る
こ
と
に
あ
る
。
神
用
の
論
理
に
よ
る
統
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
規
律
と
物
質
的
根
拠
と
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
そ
れ
が

実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
受
納
者
の
判
断
に
よ
る
個
別
の
神
納
（
享
保
度
）
↓
一
旦
す
べ
て
神
納
（
寛
保
度
）
と
い

う
方
式
へ
の
変
更
か
ら
、
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
最
終
的
に
神
納
さ
れ
る
点
で
は

同
じ
で
あ
り
、
論
理
自
体
は
時
代
を
超
え
て
一
貫
し
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。

か
か
る
神
用
の
論
理
は
平
日
の
社
中
統
合
・
編
成
の
論
理
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
開
帳
は
非
日
常
的
空
間
を
現
出
さ
せ

る
が
、
平
日
の
社
中
構
造
と
そ
の
論
理
を
基
軸
と
す
る
こ
と
で
秩
序
あ
る
執
行
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
従
来
開
帳

は
参
詣
者
・
講
中
・
境
内
見
世
や
収
支
分
析
な
ど
、
非
日
常
的
要
素
の
描
出
に
注
力
さ
れ
て
き
た
観
が
あ
る
が
、
社
中
（
寺
中
）
構
造
と

連
関
さ
せ
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
収
支
が
問
わ
れ
る
際
に
は
寄
進
分
析
が
主
で
あ
っ
た
が
、
帳
簿
上
に
あ
ら
わ
れ
な
い
、
氏
子
ら
を
中
心
と
す
る
人
的
助
力
（
労

働
力
）
の
側
面
も
見
逃
せ
な
い
。
か
か
る
人
的
助
力
を
「
寄
進
」
と
い
う
名
目
で
動
員
し
て
修
復
な
ど
を
行
い
う
る
点
、
こ
れ
も
地
方
寺

社
居
開
帳
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

課
題
と
し
て
は
、
社
中
へ
対
す
る
定
書
の
通
達
が
つ
ぎ
の
宝
暦
度
に
は
廃
止
さ
れ
る
な
ど
、
以
降
の
開
帳
と
の
変
化
の
有
無
と
そ
の
意

義
の
追
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
神
社
内
部
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
領
主
支
配
関
係
（
尼
崎
藩
領
時
代
と
明
和
上
知
以
降

の
幕
領
時
代
）
の
よ
う
な
外
的
要
因
、
そ
し
て
開
帳
を
さ
さ
え
る
人
々
の
具
体
相
を
追
究
し
、
時
期
的
段
階
差
の
有
無
を
見
極
め
な
が

ら
、「
磁
極
」
と
し
て
の
西
宮
社
を
と
り
ま
く
諸
関
係
を
構
造
的
に
把
握
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
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注⑴

比
留
間
尚
『
近
世
の
開
帳
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
。

⑵

北
村
行
遠
『
近
世
開
帳
の
研
究
』
名
著
出
版
、
一
九
八
九
年
。

⑶

湯
浅
隆
「
江
戸
の
開
帳
に
お
け
る
十
八
世
紀
後
半
の
変
化
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
三
集
、
一
九
九
一
年
）。

⑷

鴻
池
義
一
「
大
坂
の
開
帳
」（『
大
阪
の
歴
史
』
二
二
、
一
九
八
七
年
）。

⑸

高
埜
利
彦
「
近
世
石
山
寺
の
開
帳
」（
大
野
瑞
男
編
『
史
料
が
語
る
日
本
の
近
世
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
同
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
所
収
）。

⑹

御
神
体
自
体
は
神
の
依
り
代
で
あ
り
、
仏
像
と
異
な
り
人
々
の
拝
観
に
供
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
祭
神
と
所
縁
あ
る
像
や
神
宝
な
ど
を
開
帳

し
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
近
世
西
宮
社
の
開
帳
も
、
御
神
体
を
拝
観
に
供
し
た
わ
け
で
は
な
い
（
後
掲
注
⑾
参
照
）。
な
お
、
現

代
と
安
易
に
比
較
す
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
戦
後
は
神
社
本
庁
よ
り
御
神
体
一
般
公
開
禁
止
の
通
達
が
な
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
二
十
三
年
四
月
二

十
日
通
達
第
八
号
「
霊
代
に
関
す
る
件
」〔『
神
社
本
庁
規
定
類
集
』
神
社
新
報
社
、
一
九
九
二
年
改
訂
初
版
、
一
八
二
頁
〕）。

⑺

吉
田
伸
之
「
都
市
民
衆
世
界
の
歴
史
的
位
相
│
江
戸
・
浅
草
寺
地
域
を
例
と
し
て
」（『
歴
史
評
論
』
五
六
三
号
、
一
九
九
七
年
、
同
『
巨
大
城
下

町
江
戸
の
分
節
構
造
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）、
同
「
江
戸
・
内
・
寺
領
構
造
」（
吉
田
伸
之
・
伊
藤
毅
編
『
伝
統
都
市
４

分
節
構

造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
の
、
吉
田
氏
に
よ
る
浅
草
寺
研
究
や
、
塚
田
孝
「
近
世
・
寺
院
社
会
の
地
域
史
」（『
歴
史
評
論
』

六
二
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
の
、
塚
田
氏
に
よ
る
和
泉
国
の
一
山
寺
院
研
究
。

⑻

正
徳
期
以
前
の
社
中
構
造
と
境
内
図
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
西
宮
神
社
の
社
中
構
造
│
貞
享
〜
正
徳
期
を
事
例
と
し
て
│
」（『
ヒ
ス
ト
リ

ア
』
二
三
六
、
二
〇
一
三
年
、
境
内
図
は
同
誌
六
頁
掲
載
図
）
を
参
照
。

⑼

西
宮
神
社
所
蔵
「
社
用
日
記
」
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
五
月
朔
日
条
。
以
下
「
日
記
」
と
表
記
。

⑽

た
と
え
ば
、「
日
記
」
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
三
月
二
十
七
日
・
十
一
月
十
五
日
条
。

⑾
「
日
記
」
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
六
月
十
日
条
。
沖
夷
と
は
、
え
び
す
の
荒
魂
を
祀
る
境
外
末
社
で
あ
る
。「
客
人
神
像
」
は
、
蛭
児
神
を
祀
る

ま
ろ
う
ど

本
社
東
殿
に
古
く
よ
り
同
祭
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
主
神
で
も
相
殿
の
神
で
も
な
く
、
ま
さ
に
客
人
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
が
、
蛭
児
神
の
真
の

お
姿
が
不
明
で
あ
る
な
か
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
鯛
を
抱
え
て
喜
色
満
面
の
こ
の
像
を
以
て
蛭
児
神
（＝

え
び
す
）
の
お
姿
と
さ
れ
た
と
の
説
が
あ

る
（
吉
井
良
秀
『
西
宮
夷
神
研
究
』
同
氏
発
行
、
一
九
三
五
年
、
一
七
二
頁
）。
近
世
開
帳
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
は
こ
の
「
客
人
神
像
」
と

沖
夷
神
像
で
あ
り
、
享
保
度
に
は
沖
夷
神
像
を
開
帳
し
た
が
、
寛
保
度
で
は
ど
ち
ら
を
開
帳
す
べ
き
か
「
以
御
鬮
神
慮
ヲ
奉
伺
」
り
、
鬮
の
結
果
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を
以
て
「
客
人
神
像
」
を
開
帳
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
像
の
形
状
で
あ
っ
た
た
め
、
仏
像
と
同
様
開
帳
と
い
う
行
為
が
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

⑿
「
日
記
」
寛
保
三
年
七
月
十
九
日
条
。
な
お
、
享
保
度
は
大
坂
板
刷
り
を
雇
用
し
た
が
、
飯
料
な
ど
物
入
り
に
つ
き
寛
保
度
は
惣
仲
間
に
て
刷
る

こ
と
に
な
っ
た
。

⒀

享
保
度
開
帳
の
背
景
と
手
続
き
に
つ
い
て
は
、『
西
宮
神
社
御
社
用
日
記
』
第
三
巻
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
刊
行
予
定
）
の
筆
者
執
筆
解

題
を
参
照
。

⒁

倉
地
克
直
「『
勧
化
制
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
論
集
近
世
史
研
究
』
京
都
大
学
近
世
史
研
究
会
、
一
九
七
六
年
）、
杣
田
善
雄
「
近
世
の
寺
社
造
営
│

公
儀
普
請
と
勧
化
│
」（
高
埜
利
彦
・
安
田
次
郎
編
『
新
体
系
日
本
史
１５

宗
教
社
会
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

⒂
「
日
記
」
寛
保
四
年
二
月
十
一
日
条
。

⒃

拝
殿
当
番
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
拙
稿
「
近
世
西
宮
神
社
の
社
中
構
造
」
参
照
。

⒄
「
日
記
」
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
四
月
晦
日
条
。

⒅
「
日
記
」
寛
保
三
年
六
月
二
十
三
日
条
。

⒆
「
日
記
」
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
七
月
二
十
七
日
条
。

⒇
「
日
記
」
寛
保
三
年
十
一
月
条
。

21
「
日
記
」
寛
保
三
年
十
一
月
十
日
条
。

22

石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団
編
『
石
山
寺
資
料
叢
書

近
世
文
書
集
成
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
）
の
三
浦
俊
明
氏
執
筆
解
題
。

23
「
日
記
」
寛
保
三
年
七
月
三
日
条
。

24
「
日
記
」
寛
保
三
年
七
月
二
十
九
日
条
。

25
「
日
記
」
寛
保
三
年
九
月
八
日
条
。

26
「
日
記
」
寛
保
四
年
二
月
六
日
条
。

27
「
日
記
」
寛
保
三
年
七
月
朔
日
条
。
枝
川
は
、
武
庫
川
河
口
部
の
支
流
で
あ
り
、
大
正
期
に
廃
川
と
な
る
。
な
お
、
そ
の
旧
流
路
域
は
阪
神
電
鉄

が
買
収
し
、
甲
子
園
球
場
な
ど
が
建
設
さ
れ
た
。

28
「
日
記
」
寛
保
四
年
二
月
五
日
条
・
同
十
日
条
。

29

遠
隔
地
の
講
中
が
実
際
に
参
詣
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
化
度
開
帳
時
に
は
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
正
月
、
江
戸
日
本
橋
講
中
・
酒
問
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屋
講
中
等
宛
の
神
主
年
頭
書
に
「
御
開
帳
有
之
候
間
、
賑
々
敷
御
参
詣
可
被
下
」
と
あ
り
、
開
帳
通
知
と
参
詣
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
（
西
宮
神

社
本
吉
井
家
文
書
仮
一
〇
「
神
楽
料
定
之
事
・
勤
式
定
之
事
」）。

30
「
日
記
」
寛
保
三
年
七
月
十
九
日
条
。

31
「
日
記
」
寛
保
三
年
八
月
四
日
条
。

32
「
日
記
」
寛
保
三
年
七
月
二
十
四
日
条
・
十
二
月
二
十
一
日
条
。

33
「
日
記
」
寛
保
四
年
二
月
二
十
一
日
条
。

34

前
掲
、『
西
宮
神
社
御
社
用
日
記
』
第
三
巻
の
筆
者
執
筆
解
題
分
。

35

た
と
え
ば
、
延
享
期
に
大
坂
に
て
六
十
日
間
の
出
開
帳
を
行
っ
た
河
内
国
壷
井
社
の
場
合
、「
雨
天
続
参
詣
等
も
無
之
却
而
諸
入
用
多
百
両
余
損

金
仕
」
る
と
あ
る
（
布
施
弥
平
治
編
『
百
箇
条
調
書
』
第
五
巻
、
新
生
社
、
一
九
六
七
年
、
一
六
四
六
頁
）。

〔
付
記
〕
史
料
の
利
用
に
あ
た
り
、
西
宮
神
社
宮
司
吉
井
良
昭
氏
、
禰
宜
吉
井
良
英
氏
に
多
大
な
便
宜
を
お
は
か
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│

近
世
西
宮
社
に
お
け
る
開
帳
と
社
中
構
造

三
〇


